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建設水道委員会記録 
 

○開催日時 

平成２７年３月１７日 午前９時５８分～午後３時１３分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人）

   委 員 長  宮 里 兼 実 

   副委員長  下 園 政 喜 

   委  員  川 畑 善 照 

委  員  大田黒   博 

委  員  新 原 春 二 

委  員  谷 津 由 尚 

───────────────────────────────────────── 

○その他議員     

   議  員  森 満   晃 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   建 設 部 長  泊   正 人 

   建 設 政 策 課 長  須 田 徳 二 

   建 設 整 備 課 長  四 元 新 一 

   建 設 維 持 課 長  永 田 一 朗 

   都 市 計 画 課 長  山 村 昭一郎 

    都市計画グループ長  吉 留 秀 一 

 ────────────────── 

水 道 局 長  落 合 正 浩 

水 道 管 理 課 長  元 石 功 一 

上 水 道 課 長  福 山 清 和 

 主幹兼簡易水道グループ長  田 畑 博 志 

下 水 道 課 長  徳 重 勝 美    

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   議 事 調 査 課 長  道 場 益 男 

   主       幹  久 米 道 秋 

議 事 グ ル ー プ 員  柳   裕 子 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第３８号 薩摩川内市公衆浴場施設条例の一部改正する条例の制定について 

議案第４０号 平成２７年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計予算 

（第２表 地方債） 

議案第４１号 平成２７年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算 

（第２表 債務負担行為） 

議案第５３号 平成２７年度薩摩川内市水道事業会計予算 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

水 道 管 理 課 

上 水 道 課 

議案第４２号 平成２７年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計予算 

（第２表 債務負担行為） 

（第３表 地方債） 

議案第４３号 平成２７年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計予算 

（第２表 債務負担行為） 

議案第４４号 平成２７年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計予算 

議案第４５号 平成２７年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（第３表 債務負担行為） 

（所管事務調査） 

下 水 道 課 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 政 策 課 

議案第３５号 薩摩川内市普通公園条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 整 備 課 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 維 持 課 

議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

都 市 計 画 課 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（宮里兼実）ただいまから、建設水道

委員会を開会いたします。 

 本委員会は、本日から２日間にわたり審査を行

いますが、お手元に配付の審査日程により審査を

進めることとし、本日の審査は都市計画課まで進

めたいと考えております。 

 ついては、そのように審査を進めることで御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。

よって、そのように審査を進めてまいります。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時許可をします。 

────────────── 

△水道管理課・上水道課の審査 

○委員長（宮里兼実）それでは、水道管理課及

び上水道課の審査に入ります。 

 まず、局長に概要説明を求めます。 

○水道局長（落合正浩）おはようございます。 

 水道局でございます。 

 今回は一般議案として、薩摩川内市公衆浴場施

設条例の一部改正と、各会計、平成２７年度当初

予算関係議案をお願いしております。 

 まず、水道管理課・上水道課につきまして、一

般会計のほかに、特別会計と公営企業会計、水道

事業会計がございます。 

 平成２７年度の主なものといたしましては、平

成２８年４月の水道事業統合に合わせ、窓口事務

等の業務委託等の債務負担行為を設定しておりま

す。 

 また、水道局事務所移転につきまして、旧消防

庁舎の検討をしてまいりましたが、財産活用推進

課と協議が整ったことから、新年度予算として、

土地・建物の所管替え経費及び改修工事等を計上

いたしました。 

 詳細につきましては、各課長が説明いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

────────────── 

△議案第３８号 薩摩川内市公衆浴場施設

条例の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（宮里兼実）それでは、議案第３８号

薩摩川内市公衆浴場施設条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○上水道課長（福山清和）議案第３８号薩摩川

内市公衆浴場施設条例の一部を改正する条例の制

定について、議案つづりのその１の３８ページの

１に提案理由がありますが、議会資料を使って説

明をさせていただきます。 

 まず、条例改正の概要を御説明いたしますので、

議会資料の１ページをお開きください。 

 今回提案いたしました薩摩川内市公衆浴場施設

条例の一部改正については、薩摩川内市公有財産

利活用基本方針に基づく、財産仕分け・利活用方

針において、上之湯公衆浴場、下之湯公衆浴場、

大村温泉公衆浴場、黒木温泉公衆浴場の４施設に

ついては、地元住民の利用が多くを占めることか

ら、処分財産として地元への譲与または閉鎖をす

るものと位置づけされております。その方針に基

づき、平成２７年度中には譲与先を決定するため

の公募に着手する必要があります。そのため、今

回条例の一部改正を行おうとするものであります。 

 一部改正の主な内容でありますが、一つ目は、

公募の対象となります上之湯公衆浴場、下之湯公

衆浴場、大村温泉公衆浴場、黒木温泉公衆浴場の

４施設に関する規定を削る必要があります。 

 二つ目は、指定管理の４公衆浴場施設の削除に

よって、条例の対象となる公衆浴場の施設は入来

温泉湯之山館のみとなります。しかし、入来温泉

湯之山館は、営業実績ができるまで当面市直営と

なることから、指定管理に係る規定を削るもので

あります。 

 三つ目は、入来温泉湯之山館の休館日等の整理

をする必要があります。 

 四つ目は、現行指定管理者の指定期間が平成

２８年３月３１日までのため、施行日を平成

２８年４月１日とするものであります。 

 以上で、議案第３８号の説明を終わります。よ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）二、三、お伺いしますが、

健康増進、健康促進等を含めて、温泉が設置され

た経緯を含めて、皆さん方が各地区コミに譲り受

けという形でお願いをされている方向性は確認を

いたしておりますけれども、今後こういう形で普
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通財産になったときに、公募をかけて、そしてま

たその行く末を市民、住民の方々が物すごく心配

されているわけですよね。 

 で、今、１５０円、黒木が２７０円になったわ

けですよね。黒木の温泉に入られる方々が大村温

泉に来て、大村温泉が物すごく混雑しているとい

うのを聞いているんですよ。その辺はお聞きされ

ているかなと思っているんですけれども、それは

多分金額だろうなと思っているんですね。湯之山

館が２７０円で今度オープンする予定ですよね。

こうして普通財産になったときに、公募をかけて、

その公募先の方々が一つはその金額を設定されて

いいわけですよね。その辺の２７０円という線と、

湯之山館がされた－黒木は条例ができておりま

すけれども－その経緯を含めて、２７０円の設

定あるいはそういう公募で、もし応募先がなかっ

た場合に今後どうなるのか。その２点をまずお聞

かせ願えませんでしょうか。 

○水道管理課長（元石功一）料金について、黒

木が２７０円、新しい湯之山館２７０円。これの

料金設定をするとき、いろいろ試算しましたが、

これは偶然に２７０円、両方なったということで

御理解いただきたいと思います。 

 それと、今後そういった応募がない場合どうす

るのかといったときに、我々としては、最初応募

の条件というのも当然つけるわけですが、その条

件の見直しをしたりしながら、次にまた応募をか

けると。よりよい、たくさんの方が応募できるよ

うに、そういった条件の緩和というのも一つの考

え方だなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（大田黒 博）その２７０円の根拠はな

いということですよね。住民から何で２７０円な

のか、湯之山館はと。黒木温泉にしては、アン

ケートをとられて、それぞれのもので２７０円で

もいいというアンケートの数が出てきたのかなと

思ってはおるんですけれども。「大田黒、何で

２７０円なのか」っち言われて、ちょっと困った

んですけれども、偶然そうなったちゅうわけには

いきませんよね。 

○水道管理課長（元石功一）計算の結果、偶然

一緒になったということで、当然それは積算の根

拠がございます。 

 まず、新しい湯之山館につきましては、旧アゼ

ロ湯あるいは柴垣湯の年間の実績、入浴客の実績。

これを今後どういうふうに推移していくかといっ

たことで推計をいたしました。推計をしたところ、

約１３万人が利用されるんじゃないかといったこ

とで、まず入浴者の推計をいたしました。 

 それと合わせ、新しい湯之山館、どの程度、維

持管理費がかかるのかといったことで、あそこの

設備、電気料金、あるいは水道料金、その他もろ

もろの設備の保守点検、そういったものを合わせ

た年間の費用を見込みました。 

 それで、一人当たり原価がどの程度かかるんだ

ということで計算した結果、黒木温泉と偶然同額

になったんですが、一人当たり２７０円というこ

とで決定をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○委員（大田黒 博）そういう積算の根拠があ

ると、公募されて、その公募されたところがそう

いう形で２７０円という線になる可能性は、大で

すよね。大きいと思うんですよ。その可能性はあ

るなと思っているんですが、そうしたときに、今

までの１５０円は、倍ぐらいの差がありますよね。

その辺をどうお考えなんですか。 

○水道管理課長（元石功一）まず、合併して六

つの公衆浴場、市営の公衆浴場がございました。

それが地方自治法改正によりまして、直営か、あ

るいは指定管理といったことで、地方自治法の改

正がございました。 

 我々としては、直営じゃなくて、指定管理とい

う方法を選択いたしました。その選択をする中で、

当初、１５０円とか１００円とか、さまざまにあ

った、合併前にあった料金を１００円に合併で統

一をしました。 

 そのとき、それぞれを一つずつ指定管理という

ことになれば、黒字のところもあれば、赤字のと

ころもあるといったことで、我々としては六つの

公衆浴場を一つにして、その利用料金で指定管理

をするといったことで、採算がとれるというふう

に判断をし、それに基づいて公募をかけ、指定管

理者を決定したところでございます。 

 その中で、経営をしてく中で、指定管理者のほ

うから１００円でも厳しくなったといったことで、

途中で１００円から１５０円に値上げをさせてい

ただきました。それが今までずっと続いてきたわ

けですが、六つの公衆浴場であれば、１５０円で

何とか採算ベースでやっていけるといったことだ

ったんですが、御存じのように柴垣あるいはアゼ
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ロ湯が区画整理によりまして休止というふうにな

れば、四つの公衆浴場で経営をしないといけない

ということで、それについてはなかなか難しいと

いう、そういった指定管理者からの話も出ており

ます。 

 そういったことで、今までの流れからいえば、

六つあったのが四つになって、だんだん経営が厳

しくなったと、そういったことになっております。

今後そういった湯之山館が２７０円になったこと

で、新しく公募したときに、そういった料金値上

げというのが懸念されるという御心配をされてい

るというふうに思うんですが、そこは新たに応募

された方の考え方になってしまうので、我々とし

ては幾らでしてくださいということまでは、ちょ

っと料金については言えないのかなというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○委員（大田黒 博）わかりました。一つは、

その２７０円に合わそうかというところが出てく

ると思うんですよね。だから、採算で、その公募

されたところが計算されて、そういう意思疎通を

とりながらお話があると思うんですけれども、そ

れは上限の３９０円ですかね。その内だったら仕

方がないという判断はされて、そのように捉えて

いいわけですね。 

○水道管理課長（元石功一）はい。県の上限が

３９０円ということで、民間の方はそれに合わせ

て料金設定をされていらっしゃいますので、その

間であれば、我々がこうしなさいと言うことはで

きないのかなというふうに思います。 

○水道局長（落合正浩）去年の９月に一般質問

をいただいたときに、そのときもお答えしたんで

すけれども。黒木につきましては、一つは湯量が

急に減ってきたということがありまして、

４００メートルさらに追加で、２,０００万円ほど

かけて掘りました。それでもやっぱり湯量が確保

できずに、毎日営業すると、とても足らないとい

うことで、週５日の、しかも時間も短くする形で

何とかやっております。 

 これ、最初の指定管理をしておった業者のほう

からも、そういういろんな経費で、１５０円では

とても難しいということがありまして、地域の

方々とお話ししまして、地域の方々も料金を上げ

てもいいから存続する方向で何とかしてくれとい

うことがあり、協議した結果、２７０円というこ

とで御了解いただきました。 

 ただし、今の指定管理者にかわりましたところ

で、もう少し１５０円で頑張ってみたいというこ

とがございまして、４年間は１５０円でやってき

てもらっておりましたけれども、先ほど言いまし

たように、いろんな条件が重なりまして、赤字が

さらに大きくなるので難しいということで、４年

前に御了解いただいた条例料金に今回は１年間さ

せていただく、１月からでしたけれども、させて

いただくということで、黒木は今しております。 

 それと、湯之山館につきましては、普通の単に

お風呂だけの公衆浴場ではなくて、例えば家族湯

的なものとか、サウナとか、何かそういうふうに

今までの一つの浴槽以外に、やっぱり大きくなっ

ていますから、そういう収支を考えたときに、見

込みの収入料と出ていく支出料、維持管理費を考

えたときに、計算したら２７０円になったという

形でございます。 

 ただ、今後これが民間にまた渡ったときに、県

条例の３９０円まで一気に上げるかといえば、民

間の方々よりも、やっぱり施設としての付加価値

とか品質的なところもありましょうから、急にそ

の値を上げると、お客さんが来なくなると、また

収支が悪くなりますので、極端な大きな値上げと

いうのは、経営判断の中では非常にシビアになっ

てくるんじゃないかなと考えております。 

 ですから、例えば今１５０円ですけれども、こ

の１５０円が妥当なのかどうかということを検討

されながら、新しく経営される方々が料金という

ものは慎重に決定されるんじゃないかなと思いま

すので。一気に上がっていくということは今まで

のお客様が逃げていく可能性がありますので、そ

こはないように、こちらも期待しているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員（大田黒 博）局長が言われましたので、

そんなべらぼうな値はつかないと思うんですよ。 

 ただ、さつま町あたりが紫尾温泉とかたくさん

あって、１００円から１５０円の線なもんですか

ら、１５０円から２００円、２００ちょっとぐら

いのラインで収まるとは思うんですけれども。今、

課長が言われたその根拠ですよ、この２７０円に

なった根拠等を、なぜだったのかちゅうようなの

は聞かれると思いますので、その辺を、今、どん

な出し方をしたんだちゅうのだけはやっぱりお答
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えして、それに倣って設定される方向が強いのか

なと思っておりますので、その辺はまた追って情

報等が入ってくると思います。 

 以上です。 

○委員（新原春二）議案第３８号で一応条例改

正が出ているわけですよね。今までの過程からす

れば、我々川内地区はもう民間で最初からスター

トしているので、理解に苦しむところもあるわけ

ですけども。各町の場合は町営でかなり住民の一

つの健康増進も含めてつくられたちゅう大きな経

緯の違いがあるわけですね。 

 だから、今、合併１０年になったから、もうす

るよちゅうことではいけないと思うんですけど。

そこら辺の、今回公募にしますよ、あるいは、な

いときにはもう廃止しますよちゅうことで、各地

域のコミ協を中心にして、自治会等も含めて、い

ろいろな協議をされたのかどうか。その中で地域

の方々はどう思っていらっしゃるのかちゅうのを

ちょっと説明をお願いします。 

○水道管理課長（元石功一）今、地域の皆さん

にというお話なんですが、各地域、樋脇、それか

ら入来、祁答院、それぞれ地区コミを中心に説明

会を開催したところです。地区コミで何とか経営

していただけませんかといったことで説明をした

んですが、やはり我々は素人だということ。それ

と赤字経営のそういった公衆浴場もあるといった

こと。それと資金を地区コミは持ってないんです

よといったこと。それから将来的なの施設の改修

費用をどうするんだといったこと。そういった意

見が出ております。 

 ２回、説明会をしたところもございますし、十

分、地区コミの皆様には説明をしてきたというふ

うに考えています。 

○水道局長（落合正浩）今ありますように、地

区コミの方々とも何回となく協議をさせていただ

きました。住民の方々も必要があれば来ていただ

くとかする中で、今申し上げますように、地区コ

ミでやっぱり経営というのはノウハウもないし、

大変だということで、できないという全ての方々

の回答でございます。 

 ただし、地域の方々を中心に広くやっぱり利用

されていますから、私なんぞは、いつも申し上げ

ますように、地区コミ以外の民間の方々でやっぱ

りいろんなノウハウを持っていたりとか、いろい

ろこれを活用しながら付加価値な何かまちづくり

に生かせないかということのためにも、公衆浴場

を残しながら活用していただきたいというのがあ

りますので、早目に条例を改正して、早目に公募

して、そして必要があれば何回かそれをもんでい

ってという形で、残す形での協議を進めたいとい

う考えでございます。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第４０号 平成２７年度薩摩川内市

簡易水道事業特別会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第４０号平成

２７年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計予算を

議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

４０号平成２７年度薩摩川内市簡易水道事業特別

会計予算について、水道管理課分について概要を

説明いたします。 

 予算調書で説明いたしますので、予算調書の

２６９ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費の水道管理課分は、事

項、一般管理費の１,５７１万６,０００円で、市

内２６地区の簡易水道の業務営業に要する経費で

ございます。 

 主なものについては、右側に記載してございま

すが、検針から納付書の印刷、発送等、業務営業

にかかわる諸経費を計上しております。 

 続きまして、下段の表になります。 

 ３款１項１目元金、事項、長期債償還元金１億

４,４４３万９,０００円を計上しております。 

 ２７０ページになります。 
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 ２目利子、事項、長期債償還利子３,８８２万

１,０００円を計上しております。 

 また、次の５款１項１目予備費として１００万

円を計上しております。 

 以上が水道管理課の歳出となります。 

○上水道課長（福山清和）引き続き、上水道課

の歳出分について御説明いたしますので、予算調

書の２７１ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費３億１ ,０７７万

４,０００円であります。 

 主な内容を御説明いたしますので、予算調書の

右の上の段をごらんください。 

 一般管理費は、市内２６地区の簡易水道施設の

維持管理費に係る経費であります。簡易水道管理

人報酬は、川内地区の８箇所の施設、その嘱託員

の８名分の報酬。水道業務作業嘱託員の報酬は、

下甑地域の作業嘱託員１名の報酬。 

 光熱水費・修繕料等７,２２０万１,０００円は、

市内各地の水源地や浄水場等の電気料及び水道施

設の漏水修繕等が主なものでございます。 

 水質検査手数料等２,９２３万８,０００円は、

水道法に基づく原水・浄水水質検査に要する経費

が主なもの。 

 上甑・下甑創設認可申請業務１ ,２９５万

９,０００円は、水道事業統合に基づきまして、平

成２８年度に上甑地域の二つの簡易水道事業を一

つに、同じく下甑地域の６簡易水道事業と１飲料

水供給施設を一つに事業統合することとしており

ます。上甑と下甑は、それぞれ簡易水道の創設認

可申請を行う必要があるため、業務委託を実施す

るものであります。 

 毎日点検項目検査業務委託等２ ,９４３万

６,０００円は、水道水の毎日検査に必要な費用や、

各施設の電気設備保安管理業務及び年限切れメー

ターの取りかえに必要な費用であります。 

 重機借り上げ料８５万３,０００円は、災害等に

対応した重機の借り上げ料であり、見込み計上し

ております。 

 配水管布設替え工事等６,０３５万４,０００円

は、川内・樋脇・祁答院・甑島地域の簡易水道区

域における老朽管の布設替え工事や、県・市道等

の道路改良工事に伴う配水管の布設替え工事及び

簡易水道施設の改修工事を計上しております。 

 平成２７年度は、老朽化して漏水の発生してい

る川内地域と祁答院地域で、配水管の布設替え工

事を予定しております。 

 水道施設の改修工事としては、川内地域の西方

地区で老朽化した配水管の内面防水塗装工事を行

います。 

 次に、施設整備費の説明をいたしますので、

２７１ページ下段をごらんください。 

 ２款１項１目遠方監視施設整備事業費は、予算

額２,７３０万円であります。里地区の簡易水道施

設の丸山浄水場遠方監視施設の整備に係る経費の

内訳は、設計委託料と遠方監視制御設備の工事費

を計上しております。 

 別冊となっております建設水道委員会資料の

５ページをお開きください。 

 赤線と緑の線で囲んである区域が里地区簡易水

道の給水区域であります。赤印で印を示してあり

ますのが遠方監視施設の整備を行う丸山浄水場で

あります。遠方監視施設は、水源地の運転状況等

や、配水池の水位、配水流量など、水道施設の運

転状況を集中監視することにより、異常の早期発

見ができるため、その後の素早い対応が可能とな

ります。その結果、常に市民に安全・安心な水道

水を供給することができるため、合併後の平成

１７年度から重要なライフラインである水道施設

を計画的に整備しており、里地区簡易水道の遠方

監視施設整備は、平成２７年度から平成３０年度

までの４箇年で実施いたします。初年度の平成

２７年度は、里地区簡易水道で重要施設である丸

山浄水場の遠方監視施設整備に係る経費を計上し

ております。 

 次に、予算調書の２７２ページをごらんくださ

い。 

 ２款１項１目鹿島簡易水道建設事業費は、予算

額３,５３５万円であります。 

 鹿島簡易水道の老朽管布設替えに係る経費の内

訳は、設計委託料と配水管布設替え工事費を計上

しております。 

 別冊となっております建設水道委員会資料の

４ページをごらんください。 

 鹿島地区の配水管布設替え工事は、全体延長が

４,２８９メートルあることから、平成２６年度の

黒の部分から平成２８年度の青の部分を３箇年か

けて配水管の布設替え工事を計画しており、赤線

で示してある平成２７年度部分の事業内容は、口

径１００ミリから３０ミリの塩化ビニール管

１,０２８メートルを布設替えして、漏水事故の防
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止と有収率の向上を図るとともに、安全・安心で

安定した給水を確保するものであります。 

 歳出の上水道課部分は以上であります。 

 引き続き、歳入について水道管理課長が御説明

いたします。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、歳入に

ついて御説明いたします。 

 同じく予算調書、前に返っていただきまして、

２６４ページをお開きください。 

 １款１項１目水道使用料３億４４万６,０００円

は、市内２６地域の給水使用料等でございます。 

 次の２６６ページになります。 

 ２目水道手数料３２万５,０００円は、設計審

査・督促手数料でございます。 

 次に、２６７ページになります。 

 ３款１項１目簡易水道事業補助金１,７３０万円

は、鹿島簡易水道建設事業に係る国庫補助金でご

ざいます。４款１項１目簡易水道事業補助金

２,０８８万円は、里簡易水道の遠方監視施設整備

事業に伴う電源立地地域対策交付金でございます。 

６款１項１目一般会計繰入金２億４９７万

９,０００円は、一般会計からの財政援助分でござ

います。７款１項１目繰越金１,０００万円は、平

成２６年度繰越金の見込み額を計上いたしており

ます。８款２項１目雑入２１６万９,０００円は、

原子力立地給付金、下水道検針実費収入金、移転

補償費を計上しております。 

 ２６８ページになります。 

 ９款１項１目市債１,７３０万円は、鹿島簡易水

道建設事業に係る生活基盤近代化事業でございま

す。 

 以上で、議案第４０号平成２７年度薩摩川内市

簡易水道事業特別会計予算の説明を終わります。

よろしくお願いします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第４１号 平成２７年度薩摩川内市

温泉給湯事業特別会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第４１号平成

２７年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算を

議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）議案第４１号平成

２７年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算に

ついて、まず水道管理課分について概要を説明い

たしますので、同じく予算調書の２７５ページを

お開きください。 

 歳出から説明をいたします。 

 １款１項１目一般管理費の水道管理課分は、事

項、温泉管理費の４６万７,０００円計上しており

ます。樋脇・入来・祁答院地域の温泉給湯の業

務・営業に要する経費でございます。主なものに

つきましては、右側に記載のとおり、検針に係る

諸経費と消費税及び地方消費税を計上しておりま

す。５款１項１目予備費１００万円を計上してお

ります。 

 以上が水道管理課分の歳出でございます。 

○上水道課長（福山清和）続きまして、歳出の

上水道課分について御説明いたしますので、予算

調書の２７６ページをお開きください。 

 １款１項１目温泉管理費１億１ ,８２５万

３,０００円は、樋脇・入来・祁答院地域の温泉給

湯事業の運営及び施設の維持管理等に係る経費で、

右側の経費の主な内容をごらんください。 

 温泉事業運営審議会委員報酬は、審議会委員

１２名分の報酬を計上。また、新公衆浴場嘱託員

は、入来温泉湯之山館の公衆浴場施設管理嘱託員

３名分であります。 

 紫外線装置等消耗品費３５０万７,０００円は、

紫外線用蛍光ランプや入来温泉の泉質に対応する

スケール凝固抑制剤の消耗品費等であります。 

 温泉施設光熱水費１,９３６万４,０００円は、

入来温泉湯之山館の営業に伴う維持管理費分と、

温泉くみ上げに係る電気料や水道料金等が主なも

のであります。 
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 漏湯、設備等の修繕料６２３万６,０００円は、

泉源等のポンプや配湯管の修繕見込み額を計上し

ております。 

 市比野地区配湯管布設替え工事等９８０万円に

つきましては、老朽配湯管を布設替えする工事費

を計上しております。 

 予算調書の２７６ページの下の段をごらんくだ

さい。 

 ２款１項１目入来地区温泉施設整備費

１,６９０万円は、市比野配湯管布設替え工事、そ

れと入来温泉場区画整理事業に伴う柴垣泉源の埋

め立てに伴うかさ上げ工事及び柴垣湯解体工事並

びに温泉配湯管の布設替え工事に必要な経費であ

ります。 

 歳出の上水道課分は以上であります。 

 引き続き、歳入について水道管理課長が御説明

いたします。 

○水道管理課長（元石功一）引き続き、歳入の

説明をいたしますので、同じく予算調書になりま

す。前に返っていただきまして、２７３ページを

お開きください。 

 １款１項１目温泉使用料４,０００円は、九州電

力の電柱の行政財産使用料でございます。２目分

湯使用料は、樋脇・入来・祁答院の３地域分で

２,８８３万６,０００円を計上しております。 

３款１項１目一般会計繰入金２,０３４万円は、一

般会計からの財政援助分でございます。４款１項

１目繰越金１００万円は、前年度の繰越金の見込

み額を計上しております。５款３項１目雑入

５,８２１万９,０００円は、入来温泉場地区土地

区画整理事業に伴う柴垣湯公衆浴場の移転補償費、

原子力立地給付金等を計上いたしました。 

 ２７４ページになります。 

 新しい公衆浴場、湯之山館にかかわる歳入にな

ります。 

 １ 款 １ 項 １ 目 温 泉 使 用 料 ２ , ７ ８ ４ 万

２,０００円を計上いたしました。５款３項１目雑

入３７万１,０００円は、新公衆浴場の物品販売収

入、原子力立地給付金を計上しております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局から説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）２７４ページのこの入浴使

用料２,７８４万２,０００円が入来の湯之山館の

入浴使用料ということでしたけど、先ほど話があ

りました、推計で１３万人の利用者ということだ

ったんですが、この２,７８４万２,０００円とい

うのは大体何人の入浴を見込まれていますか。 

○水道管理課長（元石功一）先ほど、入浴料金

２７０円を設定したということで御説明しました

が、入浴につきましては、月極め券、回数券、そ

れから子ども、そういったことを勘案して、入浴

の収入を入れたところです。１３万人のうち、月

極めの人が幾ら、それから回数券あるいは子ども

さんあるいは家族湯、そういったことの合計が

２,７８０万６,０００円になったということで、

１３万人で計上したところでございます。 

○委員（谷津由尚）家族湯とか、バリエーショ

ンがふえて、結構利用者がふえてくれればいいと

思っているんですけど。この推計の１３万人なん

ですけど、直近はこれでいいと思うんですね。向

う何年間はこれでいけると思われていますか。 

○水道管理課長（元石功一）推計をしたとき、

まずは薩摩川内市の人口の推計、それから入来町

の人口の推計、それから入浴者の推計という三つ

の推計から、年間１３万人でいけるんじゃないか

ということで推計をしております。それに対し係

る費用ですね。係る費用については維持管理費を

計上し、その１３万人で１人当たり幾らというこ

とで２７０円を出したんですが、費用が今後大幅

にふえるということは余り予想しておりませんの

で、２７０円といったことで当分の間は収支がと

れるんじゃないかといったことでしております。 

○委員（谷津由尚）まだ施設が新しいですから、

ランニングコストは当分は安いと思うんですよ。 

 ただ、私が心配していますのは、約２年ぐらい

ですか、したときに直営をやめて、民間委託する

のか、指定管理者にするのかという、その課題が

あるわけで。ということはその２年間、約２年間

の間に見きわめなきゃならないことというのがい

っぱいあるわけですね。 

 その辺のことで、まずその利用者が何人、何年

ぐらい続くよねと。そのランニングコストは何年

ぐらい大丈夫だよねって、その辺の読みというの

が非常に大事になると思うんですけど、もうちょ

っと教えてください。 

○水道管理課長（元石功一）新しい公衆浴場は、

今までの柴垣、アゼロ湯とは全く異なった機能を
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持った公衆浴場になるといったことで、同じ公衆

浴場に二つの泉源からお湯を引いているという、

そういった公衆浴場はほかにはないということ。

あと、サウナの設備をつくったということ。それ

から、家族湯をつくったということで、入浴者数

の歯どめがかかるんじゃないかといった期待もし

ながらいるところでございます。 

 はっきりとした、今、議員がおっしゃった何年

後に何人何人という、そういった推計はしており

ませんが、そういった機能的な面について非常に

すばらしい公衆浴場ができるということで、入浴

者数の歯どめがかかるという、そういう期待を持

っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（谷津由尚）最後にします。これは半分

お願いかもしれません。ちょっと今、予算書を見

たところ、今おっしゃいました二つの泉源がある

というのは、非常にこれはもう特徴的なもので、

大分誇れるものだと思うんですね。日本の中でも

大分誇れるものだと思います。私も２箇所に入り

ましたけど、全く泉源、温泉の質が違いますので、

これは誇っていいものだと逆に思うんですけど。 

 先々、今、歯どめがかかるとおっしゃいました

が、歯どめをかけるためには、このスタートが大

事だと思うんですよ。どういう宣伝をするかとい

うのが非常に私は大事だと思うんですけど、あん

まりその宣伝広告料が、ちょっと見たところ、な

さそうですので、何か考えておられますか。 

○水道管理課長（元石功一）まずは、４月４日

に一応竣工式を予定しております。 

 入来地域には市営の公衆浴場と民間の公衆浴場

があるといったことで、なかなか、大々的にそう

いった広報がなかなか難しいのかなといったこと

もありまして、今のところ、新聞広告を出すとか、

あるいはＦＭさつませんだいのほうに広報を流す

とか、そういったことについてはまだ検討の段階

で、今後どうしていくかといったことについては、

今後の課題だというふうに考えております。 

 また、地域の方々が、この公衆浴場を核として

地域振興を図るというふうに、非常に大きな期待

をお持ちですので、また地域の皆さんとも協議を

しながら、今後進めていきたいというふうに考え

ております。 

○委員（新原春二）ここはやっぱり今、谷津委

員が言われたように、観光の目玉になるところな

んですよ。ただ、温泉だけ地域で使うちゅうんじ

ゃなくて、観光・シティセールス課との連携があ

ると思うんですけども、宣伝のほうはあっちが主

だと思うんですけど。やっぱりこの際、大々的に

大きなアドバルーンを上げてほしいわけですよ。

そうしないとみんなわからんわけですよね。もう

今言われたように、二つの泉源を一つの温泉施設

が持つちゅうのは、ほぼかつて聞いたことないし、

今まで特異なところだと思うんで、そこ辺は観

光・シティセールス課との連携をとって、第一番

スタートで花火を打ち上げないと。ちょっと使い

古してからは花火は打ち上げられないので、せっ

かくですから、４月４日の竣工式にあわせて観

光・シティセールス課のほうがそういうふうな宣

伝の目玉を持っていますので、そこ辺ぜひ打ち上

げてほしいなあというふうに思いますので。ここ

はここで水道局のほうにどうしたらいいちゅうこ

とは言いませんけど、ぜひ観光・シティセールス

課と連携をとって大きな宣伝をしていただきたい

なと、まずこれは要望です。 

 もう一つは、分湯をされていますよね、今各地

域に分湯があるんですけど。これからの今からの

推移も含めて、この分湯の関係がどういうふうに

推移をしていくのかなと思ってるんですよ。 

 だから、今現在にある分湯のそれぞれの件数が

わかったら件数を教えていただきたいものと、こ

れから先どういう分湯の推移がされていくのかな。

２,８８３万円分湯料をいただいて、かかる経費は

１億１,８００万円という経費が出ていますよね。

これをずっと続けていくのかどうか。そこ辺の地

域的なものもあるんですけど、全市的に考えれば、

平等にちゅうふうになれば自分のうちに温泉を引

いてってもちろん出すんですけども、公費を費や

すちゅうことについてはちょっとどうかなという

ふうに考えますので、ここ辺の分湯のこれからの

経緯と、今現在どのくらい分湯されているのかち

ゅうのを教えてください。 

○水道管理課長（元石功一）分湯事業でござい

ますが、まず樋脇地域になりますけれども、田代

団地ですね。それから市比野の温泉場地区、それ

から奥旅館の先のあの住宅が分湯をしております。

樋脇地域については、分湯の件数については横ば

い、あるいは田代団地に家が建てばその分がふえ

るといった感じでございます。 

 入来地域については、市比野からゴルフ場のグ
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リーンヒルを通り過ぎて入来のほうに下っていき

ますと、左に団地がございますね、あそこが分湯

をしております。それとあと、そこの先に特老の

施設がございます。それとあと、職業訓練校がご

ざいます。あそこに分湯しております。それと入

来の温泉場について亀の湯、あるいは高齢者福祉

センター、そういったところに分湯しております。 

 それとあと祁答院地域については、祁答院の藺

牟田、空港道路沿いの藺牟田温泉ですね、あそに

分湯しております。 

 それとあと、高江病院が特老施設関係をつくっ

ておりますが、あのちょっと先の左側に分譲の団

地みたいなところがございますが、あそこに分湯

しているといったことで、分湯件数については余

り変化がないと。もう固定客になっているといっ

たことになります。 

 件数については、樋脇が１８９件、入来が

７１件……。 

○水道局長（落合正浩）ちょっと数字的なもの

を整理する間、先ほどの質問にちょっと答えさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、この湯之山館を大々的にＰＲするべきで

はないかということ、まさにおっしゃるとおりで

ございます。 

 ただ、今一生懸命まだ建設に向けて、オープン

に向けてやっておりまして、余り早い段階でする

の、タイミングはどうかなというのがあるのが一

つと、あとこの施設をおっしゃるように観光の目

玉にしていかなきゃならないということで、単に

この施設だけではなくて、他の公衆浴場であった

り、あるいは民間の温泉施設であったり、市内で

いいますといろんな泉源、単純泉から硫黄泉まで

含めていろいろあります。 

 ですから、そういう薩摩川内市の温泉全体をＰ

Ｒするということも大事かと思いますので、そこ

はおっしゃるように観光部門とも連携を図ってい

きたいと考えております。 

 ですから、市の施設だけじゃなくて、民間の施

設も含めて、とにかくいろんな方が一つの施設で

はなくて、これに入ったらこれにも入ろうよとい

う形で、もう何回も市全体にリピーターになって

いただくための施設の運営も丁寧にやっていかな

けりゃあならないと思いますから、そこはまた観

光部門とやっていきます。 

 それで、経費の関係で、収入が２,８００万円程

度で支出が１億１,８００万円とありましたけれど

も、この２７６ページを見ていただきますと、今

回、支出で特徴的なものがございます。１款１項

１目のこの繰出金というものが５,５６０万円とい

うものがありますけれども、節の内訳の一番最後

に繰出金５,５６０万円というものがありますよね。

これは、先ほどありましたように、柴垣を今度解

体いたします。それで区画整理から補償金が入っ

てくるんですけれども、それを建設費に充てると

工事ができないということがありましたから、平

成２６年度につきましては財政のほうから前借り

という形で一般会計のほうからいただいておりま

したから、その分を今回平成２７年度に解体した

らその分は返すという意味で、ここにある

５,５００万円という数字が出てきております。 

 それと左側の欄はほとんどがもう入来の新公衆

浴場の関係とかいうのがございますから、丸々

１億１,８００万円が温泉使用料２,８００万円に

比例するというものではございませんので、そこ

は御理解いただきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○水道管理課長（元石功一）先ほどの件数にな

ります。祁答院の藺牟田が１０件分湯をしており

ます。 

 以上でございます。 

○委員（新原春二）分湯の場合は、施設に対す

る分湯と個人住宅に対する分湯とそれぞれあると

思うんですけども。施設についてはもうそれぞれ

でしょうから、個人的な個人宅に対する分湯に関

して、大体１箇月どのくらいの、使う容量なんで

しょうけど、平均的にはどのくらい使って、料金

的にはどのくらいのものなんですか。 

○水道管理課長（元石功一）皆さん、個人でお

湯を引いていらっしゃる方、２０トンを要は超え

ないように今お使いになっている方が非常に多い

というふうになります。２０トン以下は定額です

ので、２０トンを超えたら１トンにつき幾らとい

うふうに料金設定がなっていますので、２０トン

を目安にどちらの御家庭もお使いになっているふ

うに考えています。 

［「幾ら」と呼ぶ者あり］ 

○水道管理課長（元石功一）７,２００円です

かね、２０トン未満で。 

○委員（新原春二）わかりました。なかなかそ
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こら辺が見えてこないものですから、どしこばっ

かい使って、どんな利益を受けているのかなあと

いうことを思ったものですから聞いたんですが。

確かに温泉住宅ということで売り出しをされてい

ますんで、そこら辺のこれをカットをするちゅう

ことは契約に違反をしますので、そういうことは

言いませんが、採算がとれるような体制をきちん

ともって、そして条件をクリアをするような体制

をぜひつくっていただきたいと要望をしておきま

す。 

○委員（大田黒 博）関連で済いません。この

分湯をされているところは市道を通ったりしてい

ますよね、管が。これ全部配管図はあるんですか。 

○上水道課長（福山清和）大体の配管はあると

いうことで聞いておりますけど。 

○委員（大田黒 博）それで一つ、藺牟田温泉

が古くはなってきていますよね。民間のホテルが

以前少しあったんですよね。そこの泉源から、泉

源もあっちこっちあるんですよね、藺牟田の泉源

は。そこから引いてるところ今度、少し売買がさ

れるのかなと思ったりして。市道の下で、漏水が

あったらしいんですよ、泉源あけたら。そうした

ときに、市の管理といいますか、そういうものが

民間であろうが、漏水の配管を－配管図がある

んだったら、教えてもらえれば一番いいんでしょ

うけども。その辺が民間を含めてこうして分湯さ

れているところも含めて、管理体系であるのかな

と思ったものですから、少し教えていただけませ

んか。 

○主幹兼簡易水道グループ長（田畑博志）一

応市で、我々のほうで管理している泉源等につい

ての配管についてはございます。ただし、民間さ

んの分については、ちょっとうちのほうでは把握

できておりません。 

 以上でございます。 

○委員（大田黒 博）こんなして、議案第

３８号、条例改正があったように、民間に譲渡し

ていきますとちゃんとした配管図ぐらいは求めら

れると思うんですよね。その辺をできる限りして

いただいて、市道で漏水しているわけですから、

温泉が少しずつたらたら出るちゅうことでしたの

で。「ここはどういう管理になっているんですか、

配管になっているんですか」と聞かれたときには、

また掘り返さなきゃいけないちゅうことですよね。

その辺を少し、これからの課題としてなるべく配

管図を分湯においてはしてほしいなあと。 

 だから、民間はもう民間の方々がするんでしょ

うけども、その辺をちょっと管理していただけれ

ばありがたいなと思っておりますので、お願いし

ます。 

○委員（川畑善照）２７４ページの公衆浴場の

消耗品売り上げというのは、これは３５万

７,０００円ですね。これは湯之山館のことだけで

すかね。それと消耗品の内容、内訳。それと湯之

山館のオープンはもちろんイベントを打たれると

思うんですけど、先ほど来ありますように、観光

や地域おこしに役立つための売店とか、あるいは

そういう常時売店があるのか。それとイベントの

ときには駐車場を使ってされるのか、そういうと

ころをちょっと教えてください。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、私のほ

うから消耗品について答えさせていただきます。 

 この消耗品は、湯之山館の消耗品の売り上げで

ございます。具体的には石けん、タオル、そうい

ったものを準備いたしまして、券売機で買って、

その券を番台で商品と交換すると。そういった形

で消耗品の物販というふうに考えております。 

 あとイベント等のときどうするのかということ

ですが、新しい湯之山館は、正面玄関のほうに

３メーター近くのおろしがございます。そこを使

って地元のそういった食材等の物販はできるよう

にはなっています。 

 その辺についても、地域の副田の地区コミの

方々もいろいろ考えがあるみたいで、そういった

公衆浴場を活用しながら、そういったイベント等

もやっていきたいといった考えをお持ちですので、

今後利用されるのかなというふうに思っておりま

す。 

 それと、売店の常時ということですが、売店と

いうんじゃなくて、自動販売機、自販機を置くと

いったことにしております。地域の物産をその公

衆浴場で売店形式みたいに売るというのは、外側

のおろしのところでそういうことをやればできる

んじゃないかというふうに思っておりますが、市

の直営のそういった売店というのは考えていない

ところです。 

○委員（川畑善照）いずれにしても２７０円で

スタートされた場合に、譲渡される近隣のところ

からの集中的な来客というか、考えられる。です

から、そういうことも考えたら大変だろうと、開
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店当時は。しかし将来的にはこれを売り出してい

かなければ、またもとのもくあみに返りそうな気

がしますので、できるだけ魅力ある、そういう施

設が欲しいなあというのを感じましたので、一応

質問させていただきましたが、ぜひ常にそれが、

毎日とは言いませんけれども、月１回ぐらいはや

っぱりそういうのをやって、地域おこしをされた

ほうがいいんじゃないかと意見を申し上げておき

ます。 

○水道局長（落合正浩）今回直営でしばらくは

１年ないし２年いかざるを得ませんので、市が、

公の施設として経営いたしますが、先ほど申した

ように、地区コミでも地域活性部会というものを

つくって、この公衆浴場を中心にいろんな活動を

したいという思いがあります。 

 ですから、私たちとしても、できれば地域のそ

ういうところに引き渡しながら自由なそういう経

営をしていただきたいという思いがあります。 

 ですから、その間まではもう市ですから、でき

ることはもう制約があって限りがありますので、

地域の方々と今言いましたようにおろしの部分と

か、駐車場とか、地区の区画整理で土地がありま

すから、そういうところを連携しながらの次への

ステップの協力は前向きに一生懸命やっていきた

いと考えております。 

○委員長（宮里兼実）ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第５３号 平成２７年度薩摩川内市

水道事業会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第５３号平成

２７年度薩摩川内市水道事業会計予算を議題とし

ます。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

５３号平成２７年度薩摩川内市水道事業会計予算

について御説明をいたします。 

 別冊となっております水道事業会計予算書の

４ページをお開きください。 

 まず、収益的収入及び支出のうち収入では、事

業収益を１３億８,１３９万円とし、水道料金、給

水負担金等営業収益と一般会計補助金、長期前受

金戻入、原子力立地給付金、資本費繰入収益等営

業外収益を計上しております。 

 次に、５ページになります。支出になります。 

 １款水道事業費用で１３億３,６８２万円計上し、

内訳といたしまして、１項営業費用として、１目

原水及び浄水費に浄水場・各水源地に係る維持管

理費を、以下配水及び給水費に配水管や給水管の

維持管理費を、総係費にその他の管理経費全般を、

最後に減価償却費、資産減耗費を計上しておりま

す。 

 ２項営業外費用として支払利息等を計上し、

３項特別損失として固定資産売却損等を計上、最

後に予備費を計上しております。 

 以上、収入合計１３億８,１３９万円、支出合計

１３億３,６８２万円でございます。 

 続きまして、投資的経費の資本的収入及び支出

について説明をいたします。 

 まず収入ですが、企業債、工事負担金、固定資

産売却代金を計上し、収入合計２億９０５万

２,０００円を計上しております。 

 続きまして、支出になります。１款資本的支出

１項建設改良費では、１目改良費に水道施設に係

る新設・改良費を、２目メーター費に新設水道

メーター購入費を、３目固定資産購入費に土地・

建物購入費を計上しております。 

 ２項企業債償還金として３億６ ,２６５万

８,０００円を計上しております。 

 以上、支出合計７億１,４８５万４,０００円と

なります。支出に対し収入が不足する額５億

５８０万２,０００円につきましては、減債積立金、

過年度分損益勘定留保資金等の財源で補填するも

のでございます。 

 ７ページになります。キャッシュフロー計算書

でございます。 

 １、業務活動によるキャッシュフローは、収益

的収入及び支出に係る現金の収支、２、投資活動、
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３、財務活動によるキャッシュフローは、資本的

収入及び支出に係る現金収支でございます。１年

間 の 現 金 収 支 と し て 、 ６ 億 ３ , ６ ４ ８ 万

２,０００円の現金残高となる予定としております。 

 次の８ページから１３ページが職員給与費を示

しております。 

 １４ページをお願いします。債務負担行為に関

する調書でございますが、新たに水道事業窓口等

関連業務委託として、限度額を２億９,６４６万円

設定をしております。 

 １５ページから１８ページが平成２７年度の予

定貸借対照表になります。 

 １９ページから２４ページが平成２６年度の予

定損益計算書及び予定貸借対照表。 

２５ページから２６ページが新たに追加された

注記項目。 

２７ページから３４ページが参考資料となって

おります。 

 本年度の予算は、通常の予算のほかに旧消防局

庁舎への移転経費と新たに債務負担行為を設定し

ました、窓口等関連業務につきまして、建設水道

委員会資料で御説明をいたします。 

 建設水道委員会資料の２ページをお開きくださ

い。 

 今回、事務所を旧消防局に移転することに伴い

まして、土地の取得等がございます。一番上の原

田町の土地建物、これが旧消防局跡地になります。

これを一般会計から水道事業会計で有償で所管を

移転するということになります。 

 また、真ん中とその下にある地図になりますが、

まず、若松町の土地建物、これは中央消防署の南

部分署、うなぎのやまげんのところの裏にありま

すが、水道局の資材倉庫を持っております。この

資材倉庫につきまして、新たな事務所に移ること

によりまして、全ての資材を新しい事務所に移動

させることとしております。 

 また、ここにつきましては、環境課に一部貸し

出しをしておりまして、この若松町の土地建物に

ついては、一般会計で有償での所管替えをすると

いうふうにしております。 

 また、下の中郷の土地ということになりますが、

これは旧山田島浄水場があったころの残地でござ

いますが、ここが区画整理になった関係で土地を

持っておりました。水道事業としては遊休資産と

いうふうになりますが、この水道局が所管してい

る周りの土地が、一般会計が所管している土地で

ございまして、ここを一体的に有効活用するとい

ったことで、今回有償で一般会計へ所管替えをす

るというふうにしております。 

 所管替えの価格等について説明をしますので、

前に返っていただきまして、１ページをお開きく

ださい。 

 旧消防局の土地建物になりますが、ここに土地

建物９,７９０万円というふうに記載してございま

すが、これは不動産鑑定士による評価額になりま

す。今回、この評価額で所管替えをするというふ

うにしております。 

 この９,７９０万円を水道事業会計が幾ら負担す

るのかということで、その下に水道局の職員、そ

れから職員の内訳等記載してございますが、水道

事業会計の職員が２２名おりますが、局全体の職

員の水道事業職員２２人、この案分で今回有償で

所管替えするというふうにしております。 

 ９,７９０万円を水道局職員４３人のうち水道事

業会計職員が２２人おりますので、それを案分し

た結果、５,００８万９,０００円ということで、

水道事業会計がこれだけ負担をするというふうに

しております。 

 また、水道局所管の土地２筆と建物につきまし

ては、一般会計に有償で所管替えするということ

で、ここに若松町の土地建物、中郷町の土地合わ

せて５,１５０万円というふうに記載してございま

すが、これも同じく、不動産鑑定士による評価額

ということになります。 

 水道局の今回の予算としては、購入費として

５,００８万９,０００円、それから収入として

５,１５０万円を今回予算措置をしているところで

ございます。 

 平成２７年度の予算措置状況ということで下段

に記載してございますが、まず、収益的支出で固

定資産売却損ということで２,６００万円ほど予算

措置をいたしました。これにつきましては、水道

局が所管している土地建物につきまして、

５,１５０万円で所管替えするんですが、帳簿価格

よりも２,６０６万７,０００円安かったというこ

とで、今回固定資産売却損ということを計上させ

ていただきました。 

 次に、資本的収入の中の固定資産売却代金とい

うことで、今回５,１５０万円、これ税抜き価格で

すが、税込みで５,２３３万４,０００円。これを
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予算計上させていただきました。 

 続きまして、資本的支出の支出になりますが、

固定資産購入費ということで６,０００万円ほど予

算計上しておりますが、内訳としまして、消防庁

舎土地建物が５,００８万９,０００円ということ

で、その他の固定資産購入費につきましては、庁

舎を移転したときにかかわる費用を計上しており

ます。 

 また、庁舎工事請負費等ということで

２,２１６万円ほど計上させていただきました。こ

れは旧消防庁舎の内装の工事あるいは外装の塗装

工事と、あるいは天井、屋上の雨漏り防止の塗装

とか、そういった経費を計上させていただきまし

た。 

 それと、最後になりますが、スケジュールとい

うことで、今後、平成２７年度の初めに所管替え

の手続を行い、それから改修工事の発注をしよう

というふうに考えております。改修工事につきま

しては、１０月までを考えておりまして、その後

移転作業の準備をしたいというふうに考えており

まして、１２月末にはもう移転作業が完了、翌年

の１月から新しい庁舎で業務を始めたいというふ

うに考えております。 

 以上が消防局跡地への移転に伴う費用でござい

ます。 

 続きまして、３ページをお願いします。 

 今回、業務のアウトソーシングということで、

債務負担行為につきまして、水道事業会計、それ

から温泉給湯、一般会計、公共下水道、農業集落

排水、５事業で今回債務負担行為を設定させてい

ただきました。 

 これはどういうことかといいますと、一番下の

ほうに書いてございますが、水道管理課の業務、

窓口業務、水道の開閉栓業務、収納業務、検針業

務、それから上水道課の給水工事関連業務、それ

から下水道課の窓口業務、収納、徴収、それから

漏水・メーター業務と、そういった業務を全て民

間に委託をしたいというふうに考えております。 

 この民間に業務委託するということで、５事業

で合計４億１,３７０万６,０００円の債務負担行

為を設定したところでございます。 

 この業務につきましては、新しい事務所の１階、

旧中央署が入っていた１階部分に、仮称お客様セ

ンターというのを開設し、そこで水道から下水道

までの業務をもう一括業務をしていただくといっ

たことで、ワンストップサービスが図られるとい

ったことで業務委託を考えております。 

 平成２８年４月から新しい体制でそういった業

務委託について開設したいというふうに考えてお

ります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○上水道課長（福山清和）引き続き、水道事業

の改良等の主要説明をいたしますので、この黄色

の平成２７年度水道局当初予算資料というのを出

していただきまして、１ページをごらんください。 

 川内、樋脇、入来、東郷の事業内容を地域別に

御説明いたします。 

 まず、川内地域につきましては、緊急遮断弁設

置実施設計業務委託、平成２８年度に予定してい

る緊急遮断弁設置工事の設計を行うもので、工事

の早期発注を図るため、前年度に設計を行うもの

であります。 

 配水管布設替工事（耐震管）は、老朽化した基

幹配水管を更新することに伴い、耐震管へ布設替

えを行うもので、平成２７年度は、市道本町長尾

線を延長で３４０メートル布設替えするものであ

ります。 

 配水管布設替工事は、市道住連木線ほか１路線、

延長４６５メートルを布設替えするもの、丸山浄

水場ろ過池コントローラーほか機能増設工事は、

基幹浄水場であります丸山浄水場の施設が老朽化

しているため、浄水工程に必要な機械や電気設備

等を更新するためのもの。遠方監視信号伝達装置

ほか更新事業は、旧川内地域に設置してあるテレ

メーターが老朽化しているため、設備を更新する

もの。負担金工事は、国道、県道、市道等の道路

改良工事や区画整理事業、堤防の改築等に伴う水

道管の移設工事に対応したものであります。 

 別冊となっております水道局の建設水道委員会

資料で御説明しますので、６ページをお開きくだ

さい。 

 川内川堤防引堤工事に伴う配水管布設替工事は、

図面でちょっと薄いですが、緑色の線で囲んだ部

分が引き堤工事の区域であり、既設水道管が工事

の影響を受ける場所であります。 

 図面の黒書きが平成２６年度事業、赤書きが平

成２７年度事業で、実線が布設工事、破線が撤去

工事であります。 

 この範囲には基幹配水管である口径３００ミリ



－16－ 

 

の鋳鉄管などが埋設されておりますが、引き堤に

より新たな堤防の位置となることから平成２６年

度から代替配水管を布設替えし、既設管の撤去を

実施しておりますけれども。平成２７年度は市道

隈之城高城線の天大橋取りつけの階段部分等にあ

る水道管が支障となることから、口径３００ミリ

の水道管約１２２メートルを布設替えするもので

あります。 

 また、平成２６年度と同様に堤防予定地内にあ

る既設配水管等を撤去するものであります。 

 それでは、黄色の表紙の当初予算資料１ページ

にお戻りください。 

 材料支出工事では、見込みで計上しているもの、

次の樋脇地域につきましては、負担金工事は、道

路改良工事に対応したもの。材料支出は、同じく

見込みで計上しているもの。 

 入来地域につきましては、遠方監視設備実施設

計業務委託は、平成２８年度の工事に対応したも

の。負担金工事は、入来温泉場区画整理事業等に

対応したもの。材料支出は、同じく見込みで計上

しております。 

 東郷地域につきましては、中継ポンプ場設置実

施設計業務委託、これは平成２８年度の工事に対

応したもの。配水管布設替工事は市道司野線につ

いて、延長４５０メートルの老朽管を耐震管に布

設替えするもの。負担金工事は、道路改良工事に

対応するもの。材料支出工事は、見込みで計上し

ているものであります。 

 以上で、水道事業の改良事業内訳の説明を終わ

ります。よろしくお願いします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）２点あります。 

 まず、旧消防庁舎への移転に発生する経費とし

て、この経費についてはやむを得ぬだろうと思い

ます。移転を１２月までに終わらせて、来年１月

からということで、スケジュールが控えています。 

 前回質問させていただきました地元の、現在の

東郷町の、特に飲食店の方々とか、その辺の方々

とのお話は今無事に解決のほうにいっているのか、

それをお伺いします。それが１点目です。 

 ２点目です。この業務のアウトソーシングにつ

いて、平成２８年４月からのワンストップの窓口

をつけると同時に、このアウトソーシングのシス

テムがスタートするわけですけど、年間約

８００万円で月に大体７００万円ぐらいのこの委

託料が発生するわけですけども、総額で見た場合

に、人件費プラス委託料という見方をしたときに、

平成２７年度と比べて平成２８年度がどうなるの

か、ちょっとこの２点をお伺いします。 

○水道局長（落合正浩）１番目につきましては、

私のほうで答えさせていただきます。 

 これまで議会でも、この前の一般質問でもお話

ししましたけれども、移転についての理由につき

ましては、地区コミの東郷地域の地区コミ協議会

の会長さん、副会長さんとかいう方々には説明し

ております。 

 そして、個別に地域の方々がこういう移転する

といううわさを聞いたんだが、非常に寂しくなる

というお話もいろいろ聞きます。その中では、こ

の前も説明しましたように、資機材の問題であっ

たり、事務所の問題であったり、公用車の問題と

かいうことをお話しして、とにかく上下水道の市

民のサービスを落とさないための方策ですので、

御理解くださいということを、あらゆる機会を捉

えてやっております。 

 ですから、説明を聞かれた方はもう御理解をい

ただけていると思うんですが、全町民にとか、そ

こまではとてもできませんので、今言いますよう

にいろんな機会を捉えて御説明させていただきた

いと考えているところでございます。 

○水道管理課長（元石功一）アウトソーシング

の関係ですが、５会計で４億１,３７６万円といっ

たことで、債務負担行為を設定させていただきま

した。 

 年間８,２７５万２,０００円といったことにな

ります。これについて費用対効果について、我々

も検証をいたしました。平成２５年度決算でこの

５事業で９,１００万円ほど実費費用がかかってお

ります。これにつきましては、人件費、それから

嘱託員、それから検針業務等々の費用が

９,１００万円ほどかかっているといったことで、

債務負担行為をこれ５年間で４億１,３００万円で

すので、１,０００万円近く費用の効果が出ている

といったことの試算から、こういうふうに踏み切

った次第でございます。 

 水道、下水道合わせて１,０００万円以上のそう

いった費用の削減ができるといったことで、今回

アウトソーシングに踏み切ったものでございます。 
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○委員（谷津由尚）まず１点目は、地元の方と

のお話については、今からいろいろと御理解いた

だくように話を進めていかれるということなんで

すが、ぜひ問題にならないようによろしくお願い

します。 

 ２点目ですけど、今平成２５年の決算というこ

とで、９,１００万円というお話をいただいたんで

すが、ここでいただいた今人件費とおっしゃった

んですが、この人件費というのは、今回のこのア

ウトソーシングの委託料の中にはちょっと入って

いるのか、入っていないのか、ちょっとわかりま

せん。この人件費というのはどこの人件費なのか、

済みません、教えてください。 

○水道管理課長（元石功一）今直営でやってい

る職員、嘱託員、そういったものを委託料に振り

かえると、そういった考えでやれば１年間に

１,０００万円の経費の削減ができるといったこと

で、職員の給与費、それから嘱託員の給料、そう

いうのを委託料に振りかえるといったことで、年

間１,０００万円以上の経費節減ができるというふ

うに考えております。 

○委員（谷津由尚）じゃあ、確認なんですけど、

平成２８年の４月からはその分、この水道局とし

て企業会計上で人件費をこんだけ減らせるという

ことになるんですか。 

○水道管理課長（元石功一）平成２８年４月か

らは全て本土地域が事業統合されて、水道事業に

なります。あと下水道の職員というふうになりま

すが、平成２７年度中に組織の見直し、それから

水道局の職員の定数、そういったのを考慮して新

たに平成２８年の４月からスタートするといった

ことで、そういった人員、水道局の定数、そうい

ったのも今後検討していきながら、平成２８年

４月から新たなスタートを切りたいというふうに

考えております。 

○委員（谷津由尚）はい、わかりました。それ

ぞれの業務は窓口業務という位置づけではあるん

ですけど、やはりいろんな意味でノウハウがある

と思います。その辺の継承が途中で途切れること

がないように徹底をお願いします。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第３９号平成

２７年度薩摩川内市一般会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

３９号平成２７年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、水道管理課分について御説明いたします。 

 予算調書の２５５ページをお開きください。 

 ４款３項１目水道費、事項簡易水道事業費２億

４９７万９,０００円は、簡易水道事業会計への繰

出金でございます。同じく下段の表、事項温泉給

湯事業費で同会計への繰出金２,０３４万円でござ

います。 

 続きまして、２５６ページになります。 

１３款２項１目公営企業費２ ,３８７万

５,０００円は、水道事業会計への繰出金を計上し

たもので、経費の主なものにつきましては、右側

調書記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○上水道課長（福山清和）引き続き、上水道課

分の一般会計の支出について御説明いたしますの

で、予算調書の２５７ページをお開きください。 

 ２款１項１目財産一般管理費は、旧工業用水施

設の維持管理等に係る経費で、１０９万

７,０００円であります。経費の主なものは、工業

用水道施設内の草刈業務委託等と、取水施設箇所

への進入路部分が民有地でありますが、道路部分

が地籍調査により公衆用道路に分筆されたため、

維持管理用道路として購入するものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 
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御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３９号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）資料はございませ

んが、報告を１件させていただきます。 

 平成２８年の４月から事業統合されて、本土地

域が一つの水道事業、甑島が二つの簡易水道事業

になりますが、水道に関しましては、平成１９年

に薩摩川内市水道ビジョンというのを策定をいた

しました。これの計画目標が平成２８年度でござ

いますが、平成２８年度以降の薩摩川内市の水道

の方向性あるいは姿、そういったものが現在ござ

いませんが、薩摩川内市上下水道運営審議会とい

ったところに平成２８年度以降の事業計画あるい

は財政計画、財政計画の中では水道料金も含みま

すが、これについて審議をしていただいておりま

す。 

 平成２７年度の早い時期に議会の皆様には報告

ができるというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 以上、報告でございます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて所管事務全般について

質疑に入ります。 

御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）お願いを２件させていただ

きます。 

 まず一つ目ですけど、さきにありました入来の

湯之山館の今後民間委託を控えての営業開始とい

うことになるんですけど、その民間委託をするた

めの見きわめというのをこの１年、２年でやらな

きゃならんわけですけど、ぜひ見きわめるべき課

題をもう今のうちに明確にしていただきたいと。

それに対してきちんとデータをとれるように準備

をしていただきたいというのが一つ。 

 それともう一つが、御存じのとおり、色も非常

に落ちついていまして、すばらしい建屋をつくっ

ていただきました。せっかくああいうすばらしい

建屋をつくっていただきましたので、ちょっと景

観に配慮して、ああいう建屋ができますと、すぐ

自販機を置くんですね、業者が来て。どうしても

出入り口近くに自販機を置くというのが通例なん

ですけど、自販機があることによって、やはり景

観というのは相当変わってきますので、あの駐車

場は将来的に地元の方がいろんなイベントに使わ

れる駐車場にもなると思うんですけど、自販機が

ないというのも多分困ると思いますので、自販機

を置くにしても、建屋にくっつけて置かないよう

にちょっとその辺の配慮を今のうちからお願いを

したいと思っています。 

 皆さん御存じだと思います。あちこち私も見さ

せていただきましたが、黒川温泉とか、ああいう

有名なところはその辺にすごく気を使ってるんで

すよ。建屋の中にはあるんですけど、外にはまず

ありません。その辺のちょこっとしたことでも大

分変わってきますので、ぜひその辺の配慮までお

願いをしたいと思います。 

 以上です。 

○上水道課長（福山清和）今御指摘のところ、

ちょっと残念な結果を報告しないといけないと思

いまして、お話しさせていただきます。 

 実は、自販機につきましても、色をつけて現場

の中の施設の色で木調でお願いしたいということ

で要望したんですが、金がかなり上がりまして、

自動販売機の入札につきましては、場所を決めま

して財産活用推進課のほうでまとめて入札してい

るんですが、その段階での入札のときに私なんか

の指示がちょっとおくれた関係で、予算的に入札

した金額に対してのではちょっと設置できないと

いうことで、お話をメーカーのほうと語ってみま

したところ、落札の業者と語ったところ、そうい

うことでございました。 

 それで、将来的には私もそういうふうに考えて

おりまして、自販機の更新のときには早目に、次

の更新時期の入札の条件とか、そういう形で対応

させていただきたいなと思っております。 

 それと、入り口の部分につきましては、もう一

応自販機は置きません。便宜を考える休憩室の脇

に、こちらから入ったときには見えない場所に一

応牛乳と飲み物を１箇所、中のほうはですね。そ

れと外のほうには入り口からちょっと離れまして、

足湯がありますけれども、足湯の近くのほうにコ

ンセントの位置等も最初でそこに計画しておりま



－19－ 

 

して、外のほうに１箇所。合計飲み物のほうだけ

牛乳を含めまして３箇所という形で一応検討して

おります。 

 それは、３月末までの間に納めるような形で今

進めているところでございます。 

 以上です。 

○水道局長（落合正浩）今回はとりあえずス

タートさせていただくということでお許しいただ

きたいと思います。 

 先ほどおっしゃいましたように、今後の課題と

いうものをいろいろピックアップしながら、次の

いろんな機会には生かしていきたい。それと、地

元の方々とまた、そこも含めて協議していきたい

と思います。 

 それと、おかげさまでいろいろと皆様方に御審

議をいただきまして、４月４日土曜日の竣工式を

目指して一生懸命現場の工事のほうもやっている

ところでございます。４月４日土曜日ということ

で、いろいろとお忙しい時期ということもあって、

竣工式には委員会を代表して委員長、副委員長に

御出席をお願いしたいというふうに今考えている

ところでございます。議会のほうは代表して議長、

副議長という形で考えておりまして、よろしくお

願いしたいと思います。 

○委員長（宮里兼実）私のほうから一言、温泉

はきれいにするところで、前々から東郷のゆった

り館で非常に清掃がなされていないというような

ことで批判を受けて、当局にも話をしたことがあ

るんですけど。やはり新しいからそうでもないと

思いますけれども、もう常に見回りを１日には朝

して夜最後に見回りをすればいいということじゃ

なくして、もう常に清潔、きれいな浴場であるよ

うにお願いしておきます。 

○委員（大田黒 博）１点だけ、西方のあそこ

の水道の経過をちょっと報告願えませんか。 

○上水道課長（福山清和）西方につきましては、

いろいろと御迷惑をおかけしましたけれども。今、

平成２６年度の段階で水の濁りにつきましては、

まず、水源地から西方のポンプ場、浄水場がある

んですけれども、そこまで来るところの管が古い

ところの管が一部ありまして、その中の濁りが入

ってきていたというのがありまして、今そこにつ

きましては、切りかえをまたやる形で考えており

ます。 

 まちの中はブロックを三つぐらいに分けまして、

配水池の水の量が足らないということで水源地を

二つ使えるようになりましたので、その量にあわ

せて放水作業を地元住民の方に連絡して、今夜や

りますちゅうことで、放水作業をしております。 

 放水作業をしても、一定のところからしか出な

いと、管の中の濁りが出ませんので、管の地面の

中にあるところに切り込みをしまして、排泥バル

ブっていうんですが、そこであけて、そこから出

すということで、大分底にたまっているものがな

くなったと。今現在はもうそんなにないよと、き

れいな水だよという話で一応地元のほうからも言

われております。 

 ただ、施設がだんだん古くなりますと、消毒を

する塩素の関係でコンクリート面が荒れてきます。

それで、荒れてくると砂なんかが、コンクリート

は砂とセメントになっていますけれども、それが

落ちてきまして配水池の中にたまって、それが流

れ出すということが一部ありましたので、平成

２７年度の予算の中に西方の配水池の内面の塗装

工事の部分をもう予算計上してありますので、そ

こまでやるともうきれいな水が今後も、中を掃除

しただけではどうしようもないようなやつがもう

落ちてこなくなりますので、大丈夫だと思います。 

 それと、あすの１８日の夜の７時から地元の地

区コミの方に集まっていただいて、今までの経緯

と今後の対応策ということで報告会をすることに

なっておりまして、またあしたの夜行って、地元

のほうには詳しく説明をさせていただきたいと思

っています。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、水道管理課及び上水道課を終わります。 

 ここで休憩に入ります。御苦労さまでした。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時４４分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後 ０時５７分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（宮里兼実）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△下水道課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、下水道課の審査に

入ります。 

 まず、局長に概要説明を求めます。 
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○水道局長（落合正浩）それでは、下水道課に

つきまして、簡潔に御説明申し上げます。 

 下水道課は、一般会計のほか４特別会計を所管

しております。 

 平成２７年度の新規といたしましては、公共下

水道事業におきまして、地区の整備要望が高かっ

た下甑地域の長浜地区におきまして、生活排水処

理につきまして、最適な計画作成のための業務委

託を計上しております。 

 また、先ほどの水道管理課、上水道課でも御説

明いたしましたが、平成２８年４月の水道事業統

合にあわせた業務委託につきましても、下水道課

でも一体となった業務委託を考えておりまして、

これにつきましての債務負担行為を設定しており

ます。 

 各予算等の詳細につきましては課長が説明いた

しますので、よろしくお願いいたします。 

────────────── 

△議案第４２号 平成２７年度薩摩川内市

下水道事業特別会計予算 

○委員長（宮里兼実）それでは、議案第４２号

平成２７年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計

予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）下水道課です。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、議案第４２号平成２７年度薩摩川内

市公共下水道事業特別会計予算について説明いた

します。 

 歳出から説明いたしますので、別冊となってお

ります予算調書の２７９ページをお開きください。 

 １款１項１目、事項、公共下水道管理費は、川

内地域の公共下水道施設及び上甑地域の特定環境

保全公共下水道施設の維持管理等に係る経費１億

２,９２９万円であります。経費の主なものは、川

内処理区の宮里浄化センター等に係る処理施設機

械設備等修繕及び包括的維持管理業務委託等に係

る経費のほか、川内処理区の雨水対策として、集

中豪雨時の市街地の浸水を防止するため、市役所

横の向田ポンプ場の光熱水費、維持補修費及び運

転管理業務委託等に係る経費でございます。上甑

処理区におきましては、中甑・中野浄化センター

等に係ります処理施設機械設備等修繕及び包括的

維持管理業務委託等に係る経費であります。 

 次に、下の段の２款１項１目、事項、公共下水

道整備費は、今回、新たに長浜地区における生活

排水の適正な処理を推進するため、計画策定業務

委託及び川内地域の公共下水道施設整備等に係る

経費７,３７５万６,０００円であります。経費の

主なものは、職員１名の人件費と長浜地区事業計

画策定業務委託、平佐地区の私道路内の管渠築造

工事等及び当該工事に係る水道管及びガス管の移

設補償費等に係る経費でございます。 

 ここで、別冊となっております建設水道委員会

資料の最後のページ、７ページをお願いいたしま

す。 

 点線で囲ってある部分が、今回、下水道の計画

予定区域でございます。 

 長浜地区は、地形的に宅地面積が狭く、合併浄

化槽の設置が困難なところが多く、下甑の玄関口

である長浜港に直接生活雑排水が流れ込んでいる

状況でございます。今回、地区住民の生活環境の

改善を図るとともに、国定公園となり増加が見込

まれる観光客を迎える下甑の玄関口としてふさわ

しい下水道の基本計画を作成しようとするもので

あります。 

 また、環境課が管理しております下甑環境セン

ターの施設も老朽化していることから、下甑全体

のし尿処理もあわせて検討することとしておりま

す。 

 それでは、予算調書に戻っていただき、

２８０ページをお開きください。 

 ３款１項１目長期債償還元金２億２,９９６万

６,０００円及び下段の同項２目長期債償還利子

９,３５２万８,０００円は、施設整備時に借り入

れました長期債償還元金及び利子であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２７７ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主なものは、１款２項１目下水道事業負

担金川内地域分８６８万５,０００円で、川内地域

の公共下水道事業受益者負担金が主なものでござ

います。２款１項１目公共下水道施設使用料１億

２,３２６万４,０００円は、川内地域及び上甑地

域の公共下水道施設使用料が主なものでございま

す。３款１項１目公共下水道事業費補助金

９００万円は、下水道管の耐震診断等に係る国庫

補助金で、補助率は事業費の２分の１であります。 

 次のページ、２７８ページをお開きください。 

 ４款１項１目一般会計繰入金３億６,３６６万
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７,０００円は、歳出に対応して措置する一般会計

からの繰入金であります。７款１項１目公共下水

道事業債１,５７０万円は、整備費に対応して措置

するものであります。 

 それでは、別冊となっております各会計予算書、

予算に関する説明書の２１１ページをお開きくだ

さい。 

 第２表債務負担行為につきましては、公共下水

道事業窓口等関連事業委託に、平成２７年度から

平成３２年度までの期間、限度額５,０００万円で

あります。 

 次のページ、２１２ページをお開きください。 

 第３表地方債につきましては、公共下水道事業

に係る地方債の限度額を１,５７０万円とするもの

であります。 

 なお、起債の方法、利率、償還方法につきまし

ては、表記載のとおりであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局から説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第４３号 平成２７年度薩摩川内市

農業集落排水事業特別会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第４３号平成

２７年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計予

算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

４３号平成２７年度薩摩川内市農業集落排水事業

特別会計予算について説明いたします。 

 歳出から説明いたしますので、予算調書の

２８３ページをお開きください。 

 １款１項１目、事項、農業集落排水管理費は、

川内地域の城上処理区を初め、５処理区の農業集

落排水施設に係る維持管理経費４ ,９９５万

８,０００円であります。経費の主なものは、川内

地域の城上処理区、入来地域の大馬越処理区、入

来中部処理区、祁答院地域の祁答院中央処理区及

び里地域の里処理区の処理施設等に係ります光熱

水費と維持管理業務委託等に係る経費でございま

す。 

 次に、下の段の３款１項１目長期債償還元金

１億２,３０１万９,０００円と、次の２８４ペー

ジになります、同項２目長期債償還利子

２,３７７万３,０００円は、施設整備時に借り入

れました長期債償還元金及び利子でございます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２８１ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主なものは、２款１項１目農業集落排水

施設使用料５,０７５万７,０００円で、５処理区

の施設使用料であります。 

 次に、２８２ページをお開きください。 

 ４款２項１目一般会計繰入金１億４,５５６万

４,０００円は、歳出に対応して措置する一般会計

からの繰入金であります。 

 それでは、別冊となっております各会計予算書、

予算に関する説明書の２３６ページをお開きくだ

さい。 

 第２表債務負担行為につきましては、農業集落

排水事業窓口等関連事業委託に、平成２７年度か

ら平成３２年度までの期間、限度額１,０００万円

であります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第４４号 平成２７年度薩摩川内市

漁業集落排水事業特別会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第４４号平成

２７年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計予

算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

４４号平成２７年度薩摩川内市漁業集落排水事業

特別会計予算について説明いたします。 

 歳出から説明いたしますので、予算調書の

２８７ページをお開きください。 

 １款１項１目、事項、漁業集落排水管理費は、

上甑地域の平良処理区を初め、３処理区の漁業集

落排水施設の維持管理等に係る経費２,４３０万

５,０００円であります。経費の主なものは、上甑

地域の平良処理区、下甑地域の片野浦処理区、同

じく下甑地域の手打処理区の３処理区の処理施設

等に係ります光熱水費及び維持管理業務委託等に

係る経費でございます。 

 次に、下の段の３款１項１目長期債償還元金

３ ,８７３万１ ,０００円と、次のページ、

２８８ページになります、同項２目長期債償還利

子９７３万４,０００円は、施設整備時に借り入れ

ました長期債償還元金及び利子でございます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２８５ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主なものは、１款１項１目漁業集落排水

事業分担金２０３万円で、上甑地域の平良処理区

及び下甑地域の手打処理区の分担金であります。 

 次に、２款１項１目漁業集落排水施設使用料

１,９３４万１,０００円は、３処理区の施設使用

料でございます。 

 次に、４款１項１目一般会計繰入金５,１１８万

９,０００円は、歳出に対応して措置する一般会計

からの繰入金であります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第４５号 平成２７年度薩摩川内市

浄化槽事業特別会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第４５号平成

２７年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算を議

題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

４５号平成２７年度薩摩川内市浄化槽事業特別会

計予算について説明いたします。 

 歳出から説明いたしますので、予算調書の

２９０ページをお開きください。 

 １款１項１目、事項、浄化槽管理費は、本市が

設置しております上甑地域の戸別合併処理浄化槽

の維持管理に係る経費でございます。１,１０６万

４,０００円であります。経費の主なものは、浄化

槽法に基づく検査手数料及び浄化槽維持管理業務

委託等に係る経費でございます。 

 次に、下の段の３款１項１目長期債償還元金

５１５万７,０００円と、次のページ２９１ページ
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になります、同項２目長期債償還利子７８万

９,０００円は、施設整備時に借り入れました長期

債償還元金及び利子であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２８９ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主なものは、２款１項１目浄化槽排水施

設使用料６９３万１,０００円と、４款１項１目、

歳出に対応して措置する一般会計繰入金

１,００４万３,０００円であります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 委員外議員。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止し

てありました議案第３９号平成２７年度一般会計

予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

３９号平成２７年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、下水道課分について説明いたします。 

 歳出から説明いたしますので、予算調書の

２５８ページをお開きください。 

 ４款２項４目、事項、下水処理施設管理費は、

川内地域の永利処理区と鹿島地域の鹿島処理区の

地域下水道処理施設の維持管理に係る経費

１,６１６万９,０００円であります。経費の主な

ものは、永利処理区及び鹿島処理区の処理施設等

に係ります光熱水費及び維持管理業務委託等に係

ります経費であります。 

 次に、４款２項４目、事項、小型合併処理浄化

槽整備補助事業費は、小型合併処理浄化槽設置整

備補助に係る経費１億６,３１１万９,０００円で

あります。経費の主なものは、嘱託員１名に係る

経費と、小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金

４３２基分であります。当該補助金は、くみ取り

や単独浄化槽からの小型合併浄化槽への切りかえ

及び新築や改築等により設置する１０人槽以下の

小型合併処理浄化槽に対し補助金を交付するもの

で、補助金の額は５人槽が３３万２,０００円、

７人槽が４１万４,０００円、１０人槽が５４万

８,０００円であります。また、単独浄化槽からの

切りかえにつきましては、さらに１０万円の上乗

せをするものでございます。 

 次に、２５９ページをお開きください。 

 ４款２項４目、事項、浄化槽費は、浄化槽事業

特別会計への繰出金１,００４万３,０００円であ

ります。 

 次に、５款１項１目、事項、緊急雇用創出事業

臨時特例基金事業費は、給排水公務技術者育成支

援事業等の業務委託費１,０９１万６,０００円で

あります。 

 次に、２６０ページをお開きください。 

 ６款３項４目、事項、農業集落排水費は、農業

集落排水事業特別会計への繰出金１億４,５５６万

４,０００円であります。 

 次に、６款５項５目、事項、漁業集落排水費は、

漁業集落排水事業特別会計への繰出金５,１１８万

９,０００円であります。 

 次に、２６１ページをお開きください。 

 ８款５項４目、事項、下水道管理費は、下水道

行 政 の 一 般 管 理 に 係 る 経 費 ９ , ７ ６ ８ 万

７,０００円であります。経費の主なものは、上下

水道事業運営審議会委員１５名分の委員報酬、嘱

託員１名分の報酬、職員１１名分の人件費及び日

本下水道協会会費や日本下水道事業団の研修参加

負担金等に係る経費のほか、公共下水道等接続補

助金を計上しております。 

 次に、８款５項４目、事項、都市下水路管理費

は、川内地域の都市下水路の維持管理に係る経費
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１００万５,０００円で、経費の主なものは、都市

下水路の改修工事等に係る経費でございます。 

 次に、２６２ページをお開きください。 

 ８款５項４目、事項、ポンプ場管理費は、川内

地域の雨水ポンプ場の維持管理に係る経費

１,０２４万２,０００円で、経費の主なものは、

川内地域の中郷ポンプ場及び平佐ポンプ場の光熱

水費、施設維持補修費及び維持管理業務委託等に

係る経費でございます。 

 次に、下の段の公共下水道費は、公共下水道事

業 特 別 会 計 へ の 繰 出 金 ３ 億 ６ , ３ ６ ６ 万

７,０００円であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、７６ページをお開きくださ

い。 

 歳入の主なものは、１４款１項３目衛生使用料

２,２２５万８,０００円で、川内地域の永利処理

区と鹿島地域の鹿島処理区の地域下水処理施設使

用料であります。 

 １５款２項３目衛生費補助金５ ,３６８万

６,０００円は、小型合併処理浄化槽設置整備事業

に係る国の補助金で、補助率は本土地域が３分の

１、甑島地域が２分の１であります。 

 １６款２項３目衛生費補助金３,５１３万円は、

小型合併処理浄化槽設置整備事業に係る県補助金

で、補助率は本土地域が国庫補助と同じ３分の１、

甑島地域は４分の１でありますが、財政力指数に

より基準額の６６％に補正されております。 

 それでは、別冊となっております各会計予算書、

予算に関する説明書の８ページをお開きください。 

 第３表債務負担行為につきましては、小型合併

処理浄化槽設置整備事業窓口等関連事務委託に、

平成２７年度から平成３２年度までの期間、限度

額３,０００万円であります。 

 次のページの地域下水道事業窓口等関連事業委

託に、平成２７年度から平成３２年度までの期間、

限度額３００万円であります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）予算調書の２５８ページの

小型合併処理浄化槽の設置補助金で１億

６,０４５万４,０００円ということで、４３２基

の補助ということなんですけども、これが全部つ

けられたとして、薩摩川内市の生活排水処理率と

いうのは何％になりますか。 

○下水道課長（徳重勝美）ちょっと今調べてお

りますので、申しわけございません。済いません

でした。約１％上がるという形になります。 

○委員（谷津由尚）生活排水の処理率という見

方をしたときに、今の下水道接続の分も含めて、

合併処理浄化槽の設置の比率も含めて１％上がる

ということなんですけど、そうしたときにまだ

６０％いかないですよね、生活排水処理率は。 

○下水道課長（徳重勝美）生活排水処理率は、

平成２５年度末で５６.２％でございます。 

○委員（谷津由尚）財政的に、下水道はこれ以

上エリアを広げるということは多分できんと思う

んですね。そうなったときに、合併浄化槽で処理

率をふやしていくということをやるしかないと思

うんですけど、そこについては、これは所管事務

でもよかったんですけども、ここで出ましたから、

ここでお聞きしますけど、それについてはどのよ

うな方針をお持ちなんですか。 

○下水道課長（徳重勝美）今、小型合併処理浄

化槽１０人槽以下に補助金を出しておりますので、

この分につきましては継続的に生活排水が処理で

きるような形で、今後も続けていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

○委員（谷津由尚）平成２７年度の予算が

４３２基、これの予算を組まれて、これで処理率

が１％上がるということなんですけど、４３２基

に対して補助をしますよという予定、それで処理

率を１％上げるというこの数字自体がどうなんで

すか。今の薩摩川内市の要求度合いに対して足り

ているのか、足りていないのか、適正なのか、ま

たは下水処理率としてこれでいいのか悪いのかと、

その辺を総合的におっしゃってください。 

○下水道課長（徳重勝美）今の小型合併処理浄

化槽の各年度ごとに基数があります。ちなみに平

成２４年度が３９４基でございました。平成

２５年度は、消費税の関係もございまして、

４８６基ございました。今現在、平成２６年度

２月末現在で約４００基ございます。 

 こうして見ますと、年間約４００基ぐらいが推

移していくのかなというふうに思っているところ

でございまして、今後、合併浄化槽につきまして

は、新しく家を建設されるところとか、今、単独
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浄化槽があられるところを合併浄化槽に変えてい

かれるところがありますので、合併浄化槽の推移

については極端な伸びはないのかなと、今、私ど

もが推移しております約４００基ぐらいが各年度

の主な基数なのかなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○水道局長（落合正浩）今、課長が申し上げま

したように、整備されている全体が５６％と申し

上げましたけれども、公共下水道、農業集落排水

などにつきましても、接続できる区域内でまだ接

続されていない方々がいらっしゃいます。いわゆ

る汚水処理人口普及率といいますけれども、整備

された区域内を全員完了していただくと６８.１％

という形がございますから、今５６％ですので、

まだ１０％ほど至っておりませんから。特に公共

下水道川内地域はやっと平佐まで終わりましたの

で、今後、接続をどんどん推進していく。それと

新たな合併浄化槽というものを加えながら、接続

率というものは高めていきたいと、このように考

えているところです。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員。 

○議員（森満 晃）済いません、今の合併浄化

槽の件で、大体４００基ということで、年間、新

規と交換としますと、割合的には大体どんなもの

なんですかね。半々ぐらいなのか、教えてくださ

い。 

○下水道課長（徳重勝美）合併浄化槽につきま

しては、主に新築のところが多くございまして、

率からいきますと、新築のところが今年度で

７５％の比率でございます。 

○議員（森満 晃）わかりました。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第３９号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がありますか。 

○下水道課長（徳重勝美）今回はございません。 

○委員長（宮里兼実）これより所管事務全般に

ついて質疑に入ります。 

御質疑願います。 

○委員（新原春二）今、小型合併浄化槽の普及

をこれから図っていくということで方針が出てい

ます。それは非常にいいことですので、ぜひ続け

ていきたい補助金だと思います。 

 ただ、今、土地改良区との関係もいろいろある

んですよ。小型合併浄化槽をつなぐのはいいんだ

けども、農業排水、あるいは用水路に入ってくる

という実情が今あるわけですね。農地の関係につ

いては、窒素度等も含めて、小型合併浄化槽を通

ったものについてはよしとしようということで、

土地改良区も今は賦課金をもらっておりません。 

 ただ、これから先、農地がだんだん減っていっ

て、埋められてきて、小型合併浄化槽がどんどん

つけられていく。そういったときに、農地として

は水路は要らないという事態が発生すると思うん

ですね。そうした場合に、土地改良区は、今完了

している水路は土地改良区で用途は要らないとい

ったときに、全部下水道になっていくんですね、

新興住宅地が。側溝だけが農業用になって、全部

埋め立てて宅地になっていくわけですよ。 

 そういったことがだんだん発生をすると思うん

ですけども、そうしたときの下水道の考え方とい

いますか、農用地の排水でなければいけないのか、

あるいは合併浄化槽しか乗ってこない水路につい

ては下水道として管理ができないものなのか、そ

こら辺の検討はまだされていないんですかね。管

轄はどうなんでしょうか。ちょっと難しい話です

が。 

○下水道課長（徳重勝美）下水道で管理をする

という形になりますと、また膨大な延長が絡んで

くるというふうにも思われますし、また土側溝で

あったりとか、いろいろ状況が出てくると思いま

す。その分につきましては、下水道課で管理する

というのは少し厳しい面があるのかなというふう

に思っているところでございます。 

○水道局長（落合正浩）基本的には、公共用水

域に流しております。道路の側溝に流す以外はで

すね。例えば、それは誰が管理しているかといえ

ば、農業用の用排水路であれば土地改良区とか、

ただ底地については多分いわゆる青線とか、いわ

ゆる水路という国有財産、それは今は自治体のほ

うで管理はしていますけれども。何がしかの形で

公共用水域としては残ると思いますので、あとは

我々のほうではないんですけれども。そういう財
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産部門、管理部門という形で、今後はそういうも

のが問題になってきたときには解決するというか、

協議していかなければならない問題だと思ってお

ります。 

 ですから、当面、流せる場所があって設置をさ

れておりますから、その部分をどのように管理す

るかというのは、今おっしゃったように、今後の

問題としてしっかり考えていかなければならない

と考えております。 

○委員（新原春二）なかなか難しい問題ですよ

ね。底地としては、市のものであったり、国のも

のであったり、構造物としては土地改良区の構造

物であったり、耕地課の構造物であったりして。

また市道の脇にある道路排水については土木課の

管轄であったり、いろいろするんですけども、下

水道としては下水がどんどん流れてくるわけです

ね、いずれにしても。 

 道路沿いの水路については、これは土木課の予

算も当然なんですが、ただ農業用の排水になって

きたときに、そこら辺に農地がないと。下水道し

かないというときに、その管理がずっと農業関係

になっていくのか、耕地関係になっていくのかと

いうのもいろいろ議論がされていますので、おい

おいまたそこ辺は。それは総体的な問題ですので、

特に小型合併槽がどんどんふえていくとなれば、

そういうような手だても若干は考慮せないかんの

かなということがちらちら話があっていますので、

これは全庁的な懸案でいきたいと思いますので、

そうなったときには下水道も責任を持ってもらう

というふうになるかもわからん。 

○水道局長（落合正浩）合併浄化槽は、基本的

には個人の財産でございます。個人が設置される

ことに対して負担が大きいということで、国、県、

市で補助金を出して、助成しているという形にな

りますから、基本的には今言いますように、本人

さんの放流と放流先である管理する団体、そこが

第一義的にはやっていかなきゃならないと思って

おります。 

 ですから、下水の処理という形では、私たちが

そういう補助金の関係は担当しておりますけれど

も、放流先については、なかなか下水道課で対応

というのは難しいと考えられます。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、下水道課を終わります。御苦労さまで

した。 

────────────── 

△建設部長の概要説明 

○委員長（宮里兼実）それでは、これより建設

部の各課所の審査に入りますが、まず部長に概要

説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、ただいまか

ら建設部の審査のほうをよろしくお願いを申し上

げたいと思います。 

 現在、策定されております第２次薩摩川内市総

合計画に基づきまして、予算の編成をさせていた

だいておりますが、高速交通体系の整備促進、治

水安全度の向上、災害対策を含めたものでありま

すけれども、河川環境の整備促進、甑地域の観光

振興発展に係ります藺弁田瀬戸架橋の建設促進な

ど、所管する公共施設の効率的・計画的な維持管

理に努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 今回は一般議案が３議案ありまして、建設整備

課、区画整理課、建築住宅課でございます。また、

議案第３９号平成２７年度一般会計当初予算と三

つの特別会計となっております。 

 また、１０日の本会議におきまして、中日提案

をさせていただきました地方創生関連に伴います

既存住宅改修環境整備事業費の補正についても、

後ほど建築住宅課のほうで御審査いただきたいと

思います。 

 一般会計で言いますと５０億６,０００万円ほど、

昨年度が５０億２,０００万円ほどでございました

ので、対前年比ほぼ同じぐらいの額というふうに

なっております。大きな動きといたしましては、

３月７日に南九州西回り自動車道川内隈之城道路

が全然開通をし、鹿児島・水引間の時間短縮がな

されたところでございます。 

 それでは、建設政策課からになりますが、３月

７日にただいま申し上げましたとおり開通をいた

しました。また、２月２５日には、懸案になって

おりました川内・阿久根間が平成２７年度の新規

事業化に向け手続に入っております。後ほど課長

からあると思いますけれども、九州地方整備局の

審査が通過し、本省のほうでも妥当な事業である



－27－ 

 

という評価が伝えられてきたところでございます。

今後も、事業推進に努めてまいります。 

 また、川内川市街部改修、藺弁田瀬戸架橋、川

内港の整備など、大型事業を抱えておりますので、

その予算確保へ向けて、国、県への要望活動等が

主な事業となっております。 

 詳細につきましては課長のほうから説明がござ

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

────────────── 

△建設政策課の審査 

○委員長（宮里兼実）それでは、建設政策課の

審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（宮里兼実）まず、審査を一時中止し

てありました議案第３９号平成２７年度一般会計

予算を議題とします。 

 部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、概要につき

ましては、ただいま申し上げました南九州西回り

自動車道、川内川市街部改修事業、藺弁田瀬戸架

橋、川内港などの予算確保のための国県への要望

に係る旅費、あるいは要望会の経費等が主なもの

となっているところでございます。 

○委員長（宮里兼実）次に、当局に補足説明を

求めます。 

○建設政策課長（須田徳二）建設政策課です。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第３９号平成２７年度薩摩川内

市一般関係予算のうち、建設政策課分について御

説明いたします。 

 それでは、予算調書のほうで御説明いたします

ので、各会計予算調書の１８３ページをお開きく

ださい。 

 上段の８款１項１目土木総務費の事項、土木総

務費２億７,５８７万２,０００円は、土木行政に

係る職員給与などの一般管理経費及び国・県道の

整備促進等に係る経費でございます。経費の主な

ものにつきましては、右の欄記載のとおり、一般

職３２名分の人件費並びに関係団体であります九

州国道協会等の各種協会、協議会、期成会などへ

の負担金９件であります。 

 次に、下の段の８款３項１目河川総務費の事項、

河川管理費１７０万３,０００円は、川内川改修事

業建設促進に関する関係機関との協議・調整や要

望活動等に係る経費であります。経費の主なもの

は、右の欄記載のとおり、川内川下流改修促進期

成会への負担金及び川内市街部改修促進期成会へ

の補助金等であります。 

 続きまして、次の１８４ページをお開きくださ

い。 

 上の段の８款４項１目港湾総務費の事項、港湾

総務費５３万７,０００円は、港湾整備促進に関す

る関係機関との協議・調整や要望活動に係る経費

でございます。経費の主なものにつきましては、

右の欄記載のとおり、日本港湾協会並びに鹿児島

県港湾協会など、関係団体への負担金３件であり

ます。 

 続きまして、下の段の８款５項１目都市計画総

務費の事項、南九州西回り自動車道建設促進事業

費９１万２,０００円は、南九州西回り自動車道建

設促進に関する関係機関との協議・調整や要望活

動に係る経費を計上するものであります。経費の

主なものは、右の欄記載のとおり、南九州西回り

自動車道建設促進期成会及び鹿児島県高規格幹線

道路建設促進協議会への負担金と、先ほど部長か

らもありましたが、平成２７年度に発足を予定し

ております、（仮称）南九州西回り自動車道阿久

根薩摩川内道路建設促進協力会への負担金等であ

ります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査くだ

さい。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 委員外議員は。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第３９号に係る審査を一時中止しま

す。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○建設政策課長（須田徳二）それでは、先ほど

部長からもありましたが、南九州西回り自動車道
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の状況について、簡単に御説明いたします。 

 まず、南九州西回り自動車道川内隈之城道路の

薩摩川内高江インターチェンジから薩摩川内都イ

ンターチェンジ間につきましては、去る３月７日

に開通いたしております。 

 この開通を祝うため、開通１週間前の２月

２８日に、市制施行１０周年記念事業としまして、

開通イベントを開催したところであります。この

イベントには約１,０００人の市民の参加があり、

盛大に開通をお祝いできたところであります。 

 また、開通日の３月７日には、国土交通省鹿児

島国道事務所、鹿児島県、薩摩川内市の主催によ

ります開通式も行われ、地元選出の国会議員を初

め、知事や周辺市町の首長などにも御出席いただ

いたほか、市議会からも副議長、建設水道委員長

を初め、多数の議員各位に御出席いただいたとこ

ろであります。まことにありがとうございました。 

 この区間が開通したことにより、薩摩川内水引

インターチェンジからの乗降が増加しており、こ

の分、国道３号の市街部の通行がスムーズになっ

てきたと感じているところであります。 

 次に、懸案となっておりました南九州西回り自

動車道唯一の未事業化区間であります阿久根イン

ターチェンジから薩摩川内水引インターチェンジ

間の状況につきまして御説明いたしますので、建

設水道委員会資料、建設部の１ページをお開きく

ださい。 

 皆様御存じのとおり、この区間につきましては、

先月２５日に、阿久根川内道路として、延長

２２.４キロ、事業費約１,０５０億円ということ

で、新規事業採択時評価の手続に着手された旨の

報告を受けました。資料の上の表が平成２７年度

新規事業採択時評価の手続に着手された候補箇所

で、下のフロー図は新規事業化決定までの流れを

お示ししたものであります。この阿久根インター

チェンジから薩摩川内水引インターチェンジ間に

つきましては、昨年中に事業化に必要な都市計画

決定並びに環境影響評価の手続を終え、平成

２７年度一括での新規事業化に向けて、強力な要

望活動を行ってきたところであります。 

 資料の上の表にありますとおり、新規事業候補

箇所は全国で１０路線であり、このうち自動車専

用道路などの高規格幹線道路につきましてはわず

か４箇所という厳しい状況の中、この区間が新規

事業候補箇所に上がったことは、これまで携わっ

てきていただきました関係者の皆様方の御尽力の

たまものであると思っており、大変喜んでいると

ころであります。 

 現在の状況でありますが、資料の下のフローに

ありますとおり、２月２５日に知事への意見照会

があり、同月２７日に新規事業化に同意する旨の

知事の意見が出され、これを受けて、今月３日に

社会資本整備審議会の道路分科会、九州地方小委

員会において対応方針が了承されております。 

 また、フロー図の上から３番目の社会資本整備

審議会道路部会の事業評価部会でありますが、資

料では３月中旬となっておりますが、今月１１日

に既に開催されておりまして、南九州西回り自動

車道阿久根川内道路を含む全候補箇所が新規事業

化は妥当と判断されております。 

 今後、国土交通省が評価書の取りまとめを行い、

国の平成２７年度予算成立により、事業化が決定

することとなります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて所管事務全般について

質疑に入ります。 

御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）西回り自動車道の件で、今

言われましたように、新規事業が妥当という評価

が出たと。単語が難しいんですけど、この次のプ

ロセスは何になるんですか。 

○建設政策課長（須田徳二）最後のところでち

ょっと申し上げたんですけれども、事業評価委員

会では妥当と認められております。したがいまし

て、国の平成２７年度予算で事業費がつき、それ

をもって事業化が決定したということになり、そ

の後につきましては、平成２７年度中に調査、設

計、用地測量、そういったものに入っていき、最

終的には建設工事に入っていくという形になりま

す。とにかく、平成２７年度からそういった調査、

測量等に入っていくということが決定したという

ことで、あとは完成まで事業費のつき方で進んで

いくということになります。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）済いません。阿久根・川内

間って、都市計画にまだ認定されていないという

認識なんですけど。 

○建設政策課長（須田徳二）阿久根・川内間に
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つきましては、都市計画決定は昨年に終わってい

るということであります。阿久根から西目は平成

１７年度に都市計画決定されていると、西目から

薩摩川内水引までは昨年都市計画決定がなされ、

環境影響評価等も終わっているということで、あ

とは事業を進めるだけということであります。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）済いません。私のいい勘違

いでよかったです。 

 お願いなんですけど、当然、阿久根・川内間も

工事を促進するというのは必要最低限のことなん

ですけど、実は政府はこの道路については優先順

位が上がったのは、一つは原発の避難道という位

置づけがあるがゆえに、そういう判断が下された

と思うんですけど。実は現実的な話として、ほと

んどが対面通行になっているわけですね。対面通

行だと、御存じのように、事故があったら終わり

なんですよ。 

 その辺のことを考えますと、これは多分今から

方々でそういう声は出てくると思うんですけど。

そう考えると、避難道としてはまだ未熟じゃない

かと、避難道としてきちんと使えるように認定す

るのであれば、片側２車線というのは最低条件で

はないかということが当然言われてくると思うん

ですが、その辺のアプローチについてはどのよう

にお考えですか。 

○建設政策課長（須田徳二）今回、事業の採択

になる先ほど言いました２２.４キロ、事業費

１,０５０億円というのは、４車線の場合の事業費、

既にそれが事業化として認められたということで

ございます。 

 ただ、全部４車線化でずっと進めていくとする

と、なかなか開通に届かないというのもあって、

とりあえず２車線をまず開通させていて、その後

に４車線化に進めていくというのが国のほうの考

え方。市のほうも当然４車線化しながらつながっ

ていかないとどうしようもないものですから、ま

ず２車線でつなぐ。その後、すぐに４車線化をま

た要望していくという形になろうかと思っており

ます。 

○建設部長（泊 正人）今、課長からあったと

おりで、４車線化分の事業費１,０５０億円でござ

います。鹿児島からこちらのほうにも１車線ずつ

で来ているんですが、用地については４車線分ず

っと買ってきておりますので、今回の川内・阿久

根間についても用地は４車線全幅分、交渉してい

くことになります。 

○委員（谷津由尚）その先が聞きたかったんで

す。どのようなビジョンをお持ちですか。 

○建設部長（泊 正人）喉から手が出るぐらい

に４車線でと言いたいところなんですけど、とり

あえず鹿児島・八代間１４０キロを通すというの

が大前提ですので、その後になっていくと。その

後、課長からあったとおり、そういう要求をして

いくことになろうかと思います。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。質疑は尽き

たと認めます。 

 委員外議員。 

○議員（森満 晃）今の西回りの件で、前も部

長のほうから大体１区間が、スパンが１０年ぐら

いじゃないかということで、水引と阿久根間、こ

れは工事的には両方から工事をしてくる予定なん

でしょうか。その辺はわからないですかね。 

○建設政策課長（須田徳二）今回、事業を決定

した２２.４キロにつきましては、まだ国のほうの

どちらからというものの示されたものは今のとこ

ろございません。 

 以上です。 

○議員（森満 晃）わかりました。 

 もう一点、阿久根と高江が開通しまして、高江

インターのおり口の信号設置の要望が出ていると

思うんですけど、何かそこについてありましたら。 

○建設部長（泊 正人）特に、峰山コミュニテ

ィからも強い要望が出ておりまして、川内警察署

を通して県の公安委員会へもお願いをしていると

ころなんですけども、なかなか設置箇所の要望件

数が多くてままならないところで、高江・水引間

で国道３号にタッチするところも１年ちょっとし

てからできております。 

 ただ、今、原子力発電所に出入りする車両が多

いということで、今も強く要望はしておりますけ

れども、今のところいつというところはございま

せん。公安委員会としては、当面、通過車両の状

況を見てからということですけれども、強くこれ

については要望していきたいと思っております。 

○議員（森満 晃）わかりました。昼間はそう

でもないんですが、朝晩は交通量が多いようです

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 
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○建設部長（泊 正人）先ほどの下水道のとき

に後ろで聞いていた話、ここでいいんですかね、

別ですかね。 

○委員長（宮里兼実）いいです。どうぞ。 

○建設部長（泊 正人）新原議員から出ました、

要は宅地化されて、農地として使えない水路があ

った場合ということで、それについては農業施設

としての機能を有しなくなった場合には、担当課

であります耕地課と建設維持課と協議をした上で、

青線扱いということで、建設部で管理をすること

になっていくだろうと思います。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）以上で、建設政策課を終

わります。 

 ここで休憩します。 

         ～～～～～～～～ 

          午後２時  休憩 

          ～～～～～～～～ 

          午後２時２分開議 

          ～～～～～～～～ 

○委員長（宮里兼実）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

────────────── 

△建設整備課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、建設整備課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第３５号 薩摩川内市普通公園の一

部を改正する条例の制定について 

○委員長（宮里兼実）それでは、議案第３５号

薩摩川内市普通公園条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設整備課長（四元新一）それでは、議案第

３５号薩摩川内市普通公園条例の一部を改正する

条例の制定について説明いたしますので、議案つ

づり、その２の３５－１ページをお開きください。

あわせまして、議会資料の１ページもお開きいた

だき、資料の図面のほうもごらんください。 

 まず、川内駅東口駅前広場についてですが、当

広場は川内駅周辺地区土地区画整理事業の中で整

備されましたが、今回、事業の完了に伴い普通公

園として設置するものでございます。公園の名称、

位置につきましては、３５－２ページのほうに記

載してあるとおりでございます。 

 広場の面積は５,３２３平米で、一部ＪＲの敷地

も含まれているため、今後につきましては、西口

駅前広場と同様に両者で締結しております管理協

定に基づいて、適正な管理に努めたいと考えてお

ります。 

 続きまして、鹿島ヘリポート公園ついてですが、

当公園は旧鹿島村時代の昭和６０年に簡易トイレ

や数種類の木製遊具を備えた普通公園として設置

され、これまで利用されてきましたが、平成

１８年に施設の老朽化によりまして、全て遊具等

を撤去しております。その後は、定期的な除草作

業やツツジ等植栽の維持管理を行ってきましたが、

近年、公園としての利用者がほとんどない状況で、

今後の維持管理経費等を勘案し、今回、支所とも

十分協議を行った上で廃止しようとするものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

御質疑願います。 

○委員（川畑善照）この西口の広場と言うたら、

結局、今、誘致に変わってきてるんですけれども、

あの土地ですか。 

○建設整備課長（四元新一）いいえ、そこは違

います。今、タクシーの乗降とか、あと、時間貸

しの駐車場がありますが、あの近辺、あの付近の

５,０００平米強の面積になります。ロータリー部

分といいますか、正面の部分だけです。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。

これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと



－31－ 

 

決定しました。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算について 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止し

てありました議案第３９号平成２７年度一般会計

予算を議題とします。 

部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、建設整備課

の概要について、御説明をいたしたいと思います。 

 整備課におきましては、一般道路の新設、改良

というものをメインと事業としながら、公園の整

備関連にも努めておりまして、これまで進めてき

ておりました久見崎公園、三堂公園につきまして

は、平成２７年度を最終年度としながら整備に努

めてまいりたいということ。 

 また、既存の公園につきましては、長寿命化修

繕計画によりまして、遊具施設の整備に努めます。

また、全体的には、指定管理者制度を使いまして

管理をしていくことになります。 

 また、駅前白和線整備事業につきましては用地

のめどがつきましたので、本格的な工事に取り組

んでまいります。 

 産業廃棄物最終処分場エコパークかごしまにつ

きましては、既に完成、供用開始をしております

けれども、川永野、大原野地区の周辺整備につき

ましては、まだ道路工事等終わっておりませんの

で、平成２７年度も続けて行うこととなっており

ます。 

 詳細につきましては、課長から説明がございま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（宮里兼実）次に、当局に補足説明を

求めます。 

○建設整備課長（四元新一）それでは、議案第

３９号平成２７年度薩摩川内市一般会計予算の建

設整備課分について、説明をいたします。 

 まず、歳出から説明いたしますので、予算調書

の１８５ページをお開きください。 

まず、上段からです。６款３項１目農村公園管

理費、事業費９６４万３,０００円は、市内全域の

農村公園の施設管理にかかわる経費でございます。

経費の主なものは、中郷町の天神池公園ほか、農

村公園８箇所分の指定管理に伴う委託料でござい

ます。 

 次に、８款２項３目一般道路整備事業費、事業

費３億２,８０１万３,０００円は、道路新設、改

良事業及び県営道路整備事業負担金にかかわる経

費でございます。経費の主なものは、職員８人分

の人件費のほか、各地域より要望のありました市

道等の新設、改良に伴う経費及び県が施工する東

郷西方港線ほか、県道整備にかかわる負担金でご

ざいます。そのほか、エコパークかごしまに関連

する周辺地域振興事業費も含まれております。 

 次に、１８６ページをお開きください。 

８款２項３目川内地域踏切改良拡幅事業費、事

業費４,５００万円は、市道網津唐浜港線内にある

網津踏切の拡幅整備にかかわる経費で、肥薩おれ

んじ鉄道への委託料が主な経費でございます。 

 次に、同目中甑江石線整備事業費、事業費

２,３６６万８,０００円は、上甑地域の市道中甑

江石線の拡幅整備にかかわる工事請負費が主な経

費でございます。 

 次に、１８７ページをごらんください。 

同目鳥ノ巣線整備事業費、事業費１,５５９万

８,０００円は、鹿島地域の市道鳥ノ巣線の拡幅整

備にかかわる工事請負費のほか関連する補償費等

が主な経費でございます。 

 次に、８款４項１目港湾県営事業負担金、事業

費４,０００万円は、県港湾整備計画に基づき県が

管理する川内港、里港、長浜港の改修等にかかわ

る負担金でございます。 

 次に、１８８ページをお開きください。 

８款５項２目駅前白和線整備事業費、事業費

１億２,４９０万円は、駅前白和線の拡幅整備にか

かわる経費でございます。新地橋－橋梁の架け

かえに伴う仮設道路等の工事請負費や事業用地購

入費及び関連する建物等移転補償費が主な経費で

ございます。 

 次に、８款５項５目公園管理事業費、事業費

２億４,８９９万８,０００円は、市内全域の公園、

緑地等の維持管理のほか、施設整備及び公園施設

長寿命化計画にかかわる経費でございます。経費

の主なものは、向田公園等市内の都市公園及び普

通公園１６５箇所分と、あと、平成２７年度より

観光・シティセールス課から所管替えとなる寺山

いこいの広場を含む８箇所分の指定管理委託料の

ほか、隈之城川公園駐車場の管理や街路樹等の管

理に伴う委託料。国の制度見直しによる都市公園

施設長寿命化計画策定業務委託と向田地区川まち

づくり事業に伴う施設整備等の工事請負費が主な
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ものでございます。 

 次に、１８９ページをごらんください。 

同 目 三 堂 公 園 整 備 事 業 費 、 事 業 費 １ 億

２,０７０万２,０００円は、三堂公園の整備にか

かわる経費で、職員３人分の人件費のほか、公園

内の施設整備に伴う工事請負費が主な経費でござ

います。 

 次に、同目久見崎公園整備事業費、事業費

７,４００万円は、久見崎公園の整備にかかわる経

費で、公園内の施設整備に伴う工事請負費が主な

経費でございます。 

 次に、１９０ページをお開きください。１１款

４項１目現年公用公共施設災害復旧事業費、事業

費１７０万円は、台風や大雨等による災害発生時

に公園施設の破損や街路樹等の倒木処理等に対応

するための経費でございます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので

４８ページをお開きください。上から主なものに

つきまして説明をさせていただきます。 

 まず、１４款１項６目使用料、予算額

１,４８５万７,０００円のうち－４９ページを

めくっていただいて、上から２行目の都市計画使

用料、公園使用料本庁分１１０万円は、丸山自然

公園ほかの有料公園施設の使用料、隈之城川公園

駐車場使用料１,１０４万円は、月極め２０５台分

と時間貸し８１台分の駐車料金でございます。 

 １５款２項６目国庫補助金、予算額１億

５,７７７万７,０００円のうち、道路橋梁費補助

金４,８２２万８,０００円は、網津踏切ほか２路

線の道路事業に伴う補助金。都市計画事業費補助

金６,２２４万９,０００円は、駅前白和線の整備

に伴う補助金。公園緑地事業費補助金４,７３０万

円は、公園施設長寿命化計画策定及び三堂公園の

整備に伴う補助金でございます。 

 次に、１６款３項６目県委託金、予算額

２,９６１万円は、三堂公園整備の中で実施いたし

ます三堂川親水護岸整備に伴う県からの委託金で

ございます。 

 １７款２項２目財産売払収入、予算額１５０万

円は、矢立農村公園のニジマス販売に伴う売却収

入でございます。 

 ２１款４項２目受託事業収入、予算額

４,５００万円は、エコパークかごしま建設に関連

した周辺地域振興事業に伴う県からの受託事業収

入でございます。 

 ２１款５項４目雑入、予算額３８３万

３,０００円のうち－５０ページをお開きくださ

い。５０ページの電気、水道実費収入金観光施設

分１１０万８,０００円は、施設内に設置してある

自動販売機等の電気料及びレストハウス等の水道

料でございます。 

 川内駅西口駅前広場管理受託収入１７０万円は、

駅前広場の管理をＪＲ九州との協定に基づき行っ

ておりますが、これに伴います管理受託収入でご

ざいます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

御質疑願います。ありませんか。 

○委員（谷津由尚）建設整備課さんだけで、今、

地方債が２億３,０００万円、多分超えると思うん

ですけど、地方創生のひと・まち・しごとづくり

事業の、そちらの課の何か充当という計画が今の

とこはないですか。 

○建設整備課長（四元新一）今の国の地方創生

の中で出されているものにつきましては、結構、

ソフト事業的な面が、予算的なものが多くて、

我々もそれで対応できる事業がないかといろいろ

検討はいたしましたが、それに一考できるような、

対応できるような事業が見当たらなかったもんで

すから、今のところ、そちらのほうに移行する計

画はございません。 

 以上です。 

○委員（新原春二）公園管理も大変だと思うん

ですけど、今、ここに二つ、三堂公園の整備事業

と久見崎公園の整備事業が上がってます。結構、

長いんですが、三堂公園については河川の関係で、

今回、水辺の関係をつくられるんじゃないかと思

うんですが、そこら辺の三堂公園と久見崎公園の

今後の進捗状況といいますか、完成度といいます

か、そういうものについてお知らせください。 

○建設整備課長（四元新一）まず、三堂公園に

つきましては、これまで三堂川の部分の施工にい

ついて検討、いろいろ協議をしてまいりました。

三堂川は県河川でございますので、県の負担金を

もらって、一応新施工間を整備するという形で協

議をしてまいりまして、ようやく協定を結びまし

て、本年度から、一応実施してるところでござい

ますが。今、親水護岸につきましては、２工区に
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分けて工事は発注済でございます。大体５月末、

出水期前にはその護岸分は終わるかと思います。 

 あと、今後につきましては、下流側に新三堂橋、

上流側に松崎橋と橋梁がありますが、その区間を

公園として管理することになります。その護岸部

分を、今後は、平成２７年度で整備してまいりま

して、あと、その親水護岸の背後地の若干取りつ

け等を整備しまして、平成２７年度で一応完了と

いう予定としております。 

 あと、久見崎公園につきましては、平成２７年

度、今、地元等でふれあい館と呼ばしていただい

て、一応建築物を建てる予定でおります。建築住

宅課のほうに、平成２６年度、設計のお願いをし

まして、それも繰り越しになったんですけど、地

域のコミ協等と、いろいろこう調整をさしていた

だきながら、今もう、ものが固まりつつございま

す。 

 だから、平成２７年度につきましては、その建

物と、あと、その周辺の平板ブロックと言います

か、ブロック関係をきれいに取りつけ関係をやり

まして、久見崎公園につきましても、とりあえず

平成２７年度で、一応、完了という見込みとして

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。ほかにない

ですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑が尽きたと認めます。 

 委員外議員。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３９号にかかる審査を一時休止

します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。当局から説明がありますか。 

○建設整備課長（四元新一）今回は特別ござい

ません。 

○委員長（宮里兼実）これより、所管事務全般

について質疑に入りますが、御質疑願います。あ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 委員外議員。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）ありませんね。質疑はな

いと認めます。 

 以上で建設整備課を終わります。御苦労さまで

した。 

────────────── 

△建設維持課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、建設維持課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算について 

○委員長（宮里兼実）それでは、審査を一時中

止してありました議案第３９号平成２７年度一般

会計予算を議題とします。 

部長の概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、建設維持課

でございますが、道路、河川の維持、管理が中心

となります。市民の皆様方から寄せられる要望や

苦情に対しまして、積極的に対応するための予算

措置となっております。 

 高齢化や人口減に伴います道路愛護作業、河川

愛護作業等に非常に支障がある今日でございます

けれども、道路補修班や建設業者への委託制度を

有効に活用しながら対応してまいりたいと思って

おります。 

 また、平成２６年度から本格的に始まりました

橋梁長寿命化に伴います修繕工事、あるいは内水

対策のための排水路整備等についても積極的に進

めてまいりたいと思っております。 

 また、ここ数年大きな災害が発生はしておりま

せんけれども、災害復旧費などにつきましても、

例年どおり計上をさせていただいたところでござ

います。 

 詳細につきましては、課長のほうから説明があ

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（宮里兼実）次に、当局に補足説明を

求めます。 

○建設維持課長（永田一朗）それでは、議案第

３９号平成２７年度薩摩川内市一般会計予算の建

設維持課分について、御説明申し上げます。 

 まず、歳出から御説明いたします。 

 予算調書の１９１ページをお開きください。 

８款２項１目道路橋梁総務費８ ,９０８万

７,０００円。これは道路橋梁にかかる経費で、経
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費の主な内容につきましては、道路調査、設計等

業務嘱託員等の報酬及び一般職の給料並びに道路

台帳整理業務委託等の経費を計上してございます。 

 次に、同じページの道路橋梁付帯設備管理費

３,５７９万２,０００円。これは道路橋梁の付帯

設備の管理にかかる経費で、経費の主な内容につ

きましては、道路照明の取かえ工事及び街路灯に

かかる電気料金並びに鉄道と交差しています市道

のアンダー部に設置しているポンプ場の管理にか

かる経費等を計上してございます。 

 次に、１９２ページでございます。 

８款２項２目道路維持費５億４ ,１０２万

８,０００円。これは市道の維持、補修等にかかる

経費で、経費の主な内容につきましては、道路維

持、補修等業務嘱託員の報酬及び道路愛護作業の

謝金並びに市民の皆様からの要望が多い道路維持

修繕等の工事を計上してございます。 

 次に、同じページの８款２項３目交通安全施設

単独事業費２,０００万円。これにつきましては

カーブミラー、ガードレール、区画線設置等の交

通安全対策にかかる工事請負費を計上してござい

ます。 

 次に、１３９ページでございます。 

８款２項４目橋梁維持費３億１,５００万円。こ

れは橋梁の維持、補修等にかかる経費で、平成

２５年度に作成いたしました橋梁長寿命化修繕計

画に基づきまして、本年度から詳細設計を実施し

てございます。来年度、平成２７年度におきまし

ては、本格的に修繕工事を実施してまいります。

そのための工事請負費、それとあと、平成２８年

度以降の修繕工事を行うに当たっての詳細設計の

委託料を計上してございます。 

 次に、同じページの８款３項１目河川管理費

３,６７４万１,０００円。これにつきましては河

川水門等の管理にかかる経費で、経費の主な内容

につきましては、宮里ダム管理業務嘱託員、水門

管理人等の報酬、それと河川愛護にかかる謝金、

河川伐採等業務委託料等を計上してございます。

先ほど部長も説明されましたが、河川伐採等の業

務委託料については、昨年より約７００万円増の

金額を計上してございます。ゴールド集落等高齢

化する自治会の河川愛護作業の軽減に取り組んで

まいります。 

 次に、１９４ページ。 

河川施設管理費３,５５６万５,０００円。これ

は水門等の修繕や河川のしゅんせつ、整備にかか

る経費で、経費の主な内容は、現在、網津川の、

半崎川の護岸整備工事を行っています。その工事

費と本年度より本格的に取り組んでいます河川の

寄り洲除去について、昨年より１,０００万円増の

金額を計上してございます。河川の氾濫を未然に

防止するため、河川断面が著しく阻害されるなど、

治水上緊急性の高い箇所から寄洲除去に努めてま

いりたいと考えてございます。 

 次に、同じページの排水機場管理費８８５万

９,０００円。これは排水機場の管理にかかる経費

で、経費の主な内容は、排水機場管理人及び補助

員の報酬を計上してございます。 

 次に、１９５ページでございます。 

急傾斜地崩壊対策事業費３,３００万円。これは

急傾斜地崩壊対策事業にかかる経費で、測量、設

計業務委託料と現在進めております山之口地区ほ

か２箇所の工事請負費及び県営事業の負担金を計

上してございます。 

 次に、同じページの８款３項２目河川改修事業

費２００万円、これは県が事業主体でございます

県単砂防事業の負担金でございます。 

 次に、１９６ページございます。 

８款４項１目港湾総務費２３９万３,０００円。

これにつきましては上甑町の江石港、桑之浦港、

この２箇所が港湾の管理をしてございます。その

港湾に管理にかかる経費で、本年度桑之浦港の長

寿命化修繕計画を策定してございます。引き続き

平成２７年度につきましては、江石港の計画策定

のための業務委託料を計上してございます。 

 次に、同じページの港湾排水機場管理費

１９７万３,０００円。これにつきましては里支所

管内の荒切川排水機場の管理にかかる経費でござ

います。排水機場管理人及び補助員の報酬等を計

上してございます。 

 次に、１９７ページです。 

９款１項５目水防費６９万８,０００円。これは

水防倉庫、市の全体で３１箇所ございますが、そ

の備蓄資材の購入及び維持、修繕の経費でござい

ます。 

 次に、同じページの９款１項６目災害予防応急

対策費１億２,５７１万１,０００円。これは災害

発生時の応急対策作業及び内水対策中・長期ビジ

ョンに基づく排水施設等の整備並びに特別災害復

旧事業にかかる経費で、経費の主な内容として、
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崩土除去作業の機械借り上げ料及び浸水被害解消

を目的とした、昨年作成しました排水対策事業の

詳細設計業務委託料と工事請負費並びに特別災害

復旧補助金を計上してございます。 

 次に、１９８ページです。 

１１款２項１目現年公共土木災害復旧事業費

３億１,０８７万８,０００円。これは現年公共土

木施設災害の復旧にかかる経費で、一般職の給与

費、公共災害復旧工事費等を見込み、計上してご

ざいます。 

 次に、同じページの１１款２項２目現年単独土

木災害復旧事業費９４８万円。これは単独災害復

旧事業にかかる経費で、工事請負費等を見込み、

計上してございます。 

 以上で、歳出を終わりまして、歳入の説明をさ

せていただきたいと思います。 

 予算調書の５１ページをお開きください。 

歳入につきましては、主な項目についてのみ説

明をさせていただきたいと思います。 

 １２款１項１目交通安全対策特別交付金

１,７００万円。これは道路交通法に基づく交通反

則金について県から交付されるものでございます。 

 次に、同じく５１ページから５２ページにかけ

て記載してございます。１４款１項６目土木使用

料３,１５７万円。これは道路橋梁使用料として市

道及び法定外公共物である里道、水路の九電柱、

ＮＴＴ電話柱、ガス管等の道路占用料及び使用料

と上甑の桑之浦港で、今、水産会社に荷揚げ場と

して一部占用させている港湾施設使用料でござい

ます。 

 次に、５２ページの中段に記載してございます。 

１ ５ 款 １ 項 ４ 目 災 害 復 旧 費 負 担 金 １ 億

７,７２６万９,０００円。これは歳出のところで

説明いたしました見込み計上の現年公共土木災害

復旧費負担金でございます。 

 次に、同じページの１５款２項６目土木費補助

金１億５,９５０万円。これにつきましても、先ほ

ど歳出で説明しました橋梁維持補修事業の２億

９,０００万円の国庫補助金、補助率が５５％でご

ざいます。 

 次に、同じページの１５款３項３目土木費委託

金１,４２４万３,０００円。これは国土交通省所

管、川内川の水門及び排水機場等の管理委託金で

ございます。 

 次に、同じページの１６款２項６目土木費補助

金１,２５０万円。これにつきましても、先ほど歳

出で説明しました急傾斜地崩壊対策事業

２,５００万円の県補助金、補助率が５０％でござ

います。 

 次に、同じページの１６款３項６目土木費委託

金４９３万９,０００円。これは県管理の水門管理

委託金と権限委譲事務委託金及び県の管理港湾で

ある里地区里港へ流れ込む荒切川排水機場にかか

る管理委託金でございます。 

 以上で、建設維持課にかかる平成２７年度一般

会計予算の説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）２点、１９４ページの河

川寄り洲除去工事等、等としてあるんですが、こ

れ、いわゆる市の管理する河川の寄洲ですよね。

で、維持課関係で、住民から県の河川の、何回も

言うんですけど、県の河川の側帯と言いますか、

河川に付随する道路の舗装をお願いしますという

ことで、きれいになるわけです。いわゆる四十何

個でしたか、３４個か。県が寄洲除去のものを予

算化して計画に上げて、課長が県のほうにお願い

してありますと言ったんですけども、せっかく道

路はよくしてもらえました、市のね。それで、県

の河川の寄洲の葦ですか。あれを道路を越えて高

く伸びてるわけです。景観といったものが、せっ

かく道路をよくしてもらっても、全然よくなった

という感覚がないんです。少しでもどうにかなら

ないんですかちゅうものを言ってんですが、いわ

ゆる「県河川です、市じゃありませんから、計画

的に」といって、県にも行ってお願いしたり、計

画的なもの言うんですけど、なかなかまわってこ

ないわけです、予算的に。 

 そういったものが、県との協議をしながら、そ

ういうものをなされることはできないのか。こう

して寄洲除去工事等ち上がってくると３,０００万

円ぐらい、どの辺からどういう形で、どれだけの

寄洲、葦の長さのをされるのかないう、寄洲除去

の改良をされるのかなという思うのが１点です。

県との協議に何とかできないものかなと。県河川

が伸びてるちゅうことです。同じく。どうしても

やってほしいんですけども、なかなか、もう諦め

ぎみなんです。住民の方々も。 
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 それと、あと一つは、この２,０００万円の

１９２ページ、交通安全施設単独事業費。これは

反射灯とうたってあるんですけど、もうちょっと

交通安全のそういうものに、反響等はほぼされて

るんじゃないかと思うんですけど、別に何かこう、

もっとほかにどういうものがあるんですというも

のが何かあったら、お示しいただきたいですが、

その２点をお願いします。 

○建設維持課長（永田一朗）河川の寄洲除去の

話の中に、県のほうに県河川の分についてどうに

かならないかという話でございました。県のほう

に要望等がございます。その部分で、一応お話さ

していただいたりとか、あと、通常の業務の中で、

すぐ一般の方からそういう要望等がございました

ら、即、北薩地域振興局のほうにつないで、要望

等を上げて、そういう形で調整をさしていただい

ております。 

 今回の部分についても、県の計画の中では、平

成２６年度については１０億９,０００万円程度、

予算を計上してございますけど、その中で、また

余った分、入札残で残った部分だったりとかとい

う部分については、県のほうと調整さしていただ

いて、できる部分については、県のほうにお願い

した経緯がございます。で、してもらったと、そ

ういう部分もございます。 

 そういう形で、県の要望の機関プラス、そうい

った形で通常のそういう要望等が上がってきた場

合については、除去の部分、あと伐採の部分につ

いても、県のほうと協議、調整してお願いしてい

きたいと。県のほうでできないということであれ

ば、うちの市で、また補修班等もいますんで、そ

ういう部分を使う方法もあるのかなと考えてござ

いますので、そういう部分で県のほうと調整をし

てまいりたいと考えてございます。 

 あと、ガードレールの話だったと思いますけど、

交通安全の分については、そういう形で、結構、

ガードレールの損傷があるところ、あとガード

レールがないところで、高さがあって危険なとこ

ろの要望。あと、そういうカーブミラーですね。

交差点の部分でカーブミラーがなくって見通しが

悪い。そういった部分だったりとか、あと道路の

区画線です。本年度についても徹底調査をしまし

た。区画線が消えている部分について、そういう

形で維持の交通安全の予算で足りないという部分

については、道路維持費の予算を使って、舗装を

した後にまた新しくラインを引き直すという方法

をとったりとか、また、道路維持の予算でもって

ラインが消えている部分についてはさしていただ

いてるという形で考えてございます。 

 そういうところで、交通安全施設２,０００万円

ではございますけど、そういう足りない分につい

ては、また１５箇月予算ですかね、そういう部分

を含めて年度途中で、また１５箇月予算使った形

での対応をしたりとか、そういう部分。あと道路

維持費の予算を使ってできるような形での方法を

考えていきたいと考えております。 

○委員（大田黒 博）僕が言う、この寄洲除去

においては、そのどこどこあたりなんですかね。

市の河川でしょう。この上げてあるのは。それで、

先ほど課長さん、今言われたのは、その地域から

要望書、あるいはそういうお願いごとの書面で上

げたら、ある程度、県のほうに相談していただけ

るちゅうことですかね。それでいいんですか。 

○建設部長（泊 正人）寄洲除去について、こ

の１５４ページに上がっております３,０００万円

については、市の河川の対応分。市の河川ですね。

それで、県は平成２４年の繰り越しから４年間で

４０億の予算をつけて、県内の各河川をしていこ

うと。その中で、北薩地域ついてはかなり大きな

額が来てますよ。それで、もともと私が、維持課

長をしているころ、この１９４ページのこの

３,０００万円ちゅう金はついてませんでした。県

が寄り洲の除去に４０億円という金をつけて、そ

ういう動きが出てきて、県河川をせっかくやるの

に市の管理する河川が滞っているということで、

永田課長と協議しながら、こういった予算をつけ

てきております。 

 ただ、そんな中で、計画的に県は場所を決めて

ますけれども、今、大田黒委員言われましたよう

に、実際、届いてないところがあるじゃないかと

いうことで、何回か県に要望しても滞ってるとい

うようなことが、まだあろうかと思います。ある

からそういう御質問になってるんだと思いますの

で、それについては、再度、また場所を確認をし

て、維持課のほうで検討、協議をしていきたいと。

こういう委員会でも出てるというようなことで進

めさせていただきたいと思います。 

○委員（大田黒 博）ぜひ、お願いします。

５月、６月にはある河川清掃に、ずっと県河川の

清掃をするんですけども、真ん中の寄り洲、葦が
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１メーターから２メーターあると、あまり清掃し

ても危険だから中に入らないでくださいというの

で、ストップがかかってるんでしょうけども、き

れいに清掃したという感じがしないんです。そこ

はもう、住民の方々汗流してされる中に「もうち

ょっと、どげんかできんのか」というのを再々言

われるもんですから、部長答弁のとおりですので、

よろしくお願いをします。 

 それと、今、交通安全の問題は、祁答院もどこ

もなんでしょうけども、右折をするところの、い

わゆる白の破線です。その道路のあれが消えてる

わけです。だから、非常に危険だぞちゅうのを駐

在所にも言うし、そういう関係も警察にも言うん

ですけれども、県の別個なところから来る予算な

んですというような形で。事故したらどうするん

ですかち言いたいんでけども、そこあたりを市の

管理として、こういうものがあれば、今、課長言

われた、少しこう県と話し合いしながら、何とか

危険箇所を見つけて、こういうものを利用できな

いのかなち思ったもんですから。ガードレールは

しょっちゅう壊れるものじゃないないなと思いな

がら、少し予算的に余っている分があれば、そっ

ちの危険箇所、あるいはこれは到底３年、４年か

かってもラインを引かれないわけですよ。 

 だから、ずっと、この前も、ほんと追突するな

ちゅうぐらい。もう線がないもんですから、どこ

止まろうが関係ないちゅうなふうで、そういうと

ころが多々ありますから、いろんな形で言うんで

すけども、そこ辺は、少しまた要望書といいます

か、そういうもんじゃなくても、ちょっと調べて

もらって、確認できたら手直し、あるいはそうい

うものに、いろんな面で、その決まりがあるんで

しょうけども、少しクリアできる面があればして

いただけないかなと思うところであります。 

 以上です。 

○建設維持課長（永田一朗）支所の部分で、そ

ういう形で、今、委員からお話がありましたんで、

本庁のほうでまだ把握できてない部分等もござい

ますので、また支所のほうとのそういう調整をさ

していただいて、支所の部分でそういう危険な部

分等があれば、もう少しそこを密に協議して、支

所のほうに配分しているお金で足りないというと

ころがあれば、本庁のほうの予算使って、そうい

う危険な部分については対応しないといけないと

いう形で考えておりますんで、そういう形で対応

したいと思います。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。 

○委員（川畑善照）今、交通安全の問題だった

けど、道路診断を交通安全協会でいろいろされま

す。それと、道路の瑕疵の問題で、事故があって

から賠償金を払ったりしてます。今、いろいろあ

ちこちで出ている、その事故があってからじゃな

くて、道路の瑕疵的、危ないよというのが何件あ

るのか。それを教えてほしいということと、以前

もあって改修したけれども、またそうなるという、

そういう道路の起伏の問題があるんですね。一つ

は、課長には言ったんだけど、ホッピー通りの

アーケードの下なんか、やはり安定してないカ

ラー舗装なんですよ。ですから、それ何回補修さ

れて、今後どうされる予定なのか教えてください。 

○建設維持課長（永田一朗）道路の瑕疵による

事故の件数のお話ですが、平成２６年度につきま

しては、側溝のふたが割れまして、車のタイヤ、

あとバンパー等が破損するという形で、原田町で

１件ございます。 

 それとあと、平成２５年度につきましても、樋

脇町の支所の近くでしたが、グレーチングのとこ

ろに隙間がありまして、自転車が挟まって転倒、

骨折したという形で、平成２５年度に１件、平成

２６年度に現在１件、そういう形の部分の事故件

数が発生してございます。 

 先ほど、委員のほうから、きょう、けさだった

ですかお話がありまして、山形屋のホッピー通り

のところでインターロッキングのカラー舗装して

ございます。その部分のところが起伏があって、

足がとられて倒れるという形のケースが見られる

から、ちょっと見てくれんかという話がございま

したんで、早速、職員のほうに、また現場のほう

見てもらったところです。 

 また、そういう段差は、少しの段差でも、そう

いう形で年寄りの方については、倒れる、こけら

れるという形のものがございますので、そういう

段差等がある部分については、早急に補修するよ

うな形で対応させていただきたいと考えておりま

す。 

○委員（川畑善照）そちらのほうは進むという

ことですが、まず、全市的にそういう要望があっ

た場合に、パトロールをすることはもちろんあら

われると思います。交通安全の先ほどの大田黒委

員の、もちろんこれもパトロール、あるいは地区
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コミとか自治会の長を交えて道路診断をされるん

ですが、交通安全に限らず、道路診断というかパ

トロールをぜひやって、事故を未然に防いでほし

いというのが市民の願いですので、ひとつそれを

念頭に置かれて、できるだけ道路の瑕疵で事故の

ないようにお願いしときます。 

 以上です。 

○建設維持課長（永田一朗）一応、うちの職員

並びに嘱託員の中で日常のパトロールしてござい

ます。 

 それと、あとうちの全職員のほうにも、そうい

う形で自分たちが通勤の途中で、そういう不具合

等が見つかった場合については、維持課の道路管

理者のほうへ伝えてくださいということも、職員

ポータルの中でもうたってありますんで、そうい

う形の対応をさしていただきたいと。それに対し

て、早急に復旧をさしていただきたいと考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（宮里兼実）ないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑は。 

○議員（森満 晃）済いません。１９２ページ

の道路維持費の中で、道路維持、補修については、

いつも大変お世話になっております。 

 その道路の伐採作業の業務委託等について、今

年度５,５００万円ですか予算がついているんです

けども。例年、薩摩川内市も範囲が広くて、また

高齢化に伴い、なかなかそういった道路、あるい

は山林等の伐採等も、以前は地元でもやられてた

んでしょうけども、それが、なかなかならなくて、

こちらのほうでしていただいている状況で、毎年、

去年はもう今ごろ済んでたんだけどということで、

なかなか追いついていないというのが今の状況、

間に合ってないのかなという部分があると思うん

ですけども。この５,５００万円というのは、予算

的には例年と同じなんでしょうか。どうなんでし

ょう。 

○建設維持課長（永田一朗）道路の伐採の部分

については、例年と同じ経費でございます。 

○議員（森満 晃）要望があった分については、

早急に市のほうで対応していただいているんです

けれども、結構、地元の方から毎年、何かこう期

待されてる部分があるものですから、その辺の対

応もまた、今後よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで、議案第３９号にかかわる審査を一時中

止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査は当

局から説明がありますか。 

○建設維持課長（永田一朗）今回は、特別にご

ざいません。 

○委員長（宮里兼実）所管事務全般について質

疑に入ります。 

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 委員外議員、ないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で建設維持課を終わります。御苦労さまで

した。 

 ここで、休憩します。 

         ～～～～～～～～～ 

         午後２時５６分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後２時５９分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（宮里兼実）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△都市計画課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、都市計画課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第３９号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算について 

○委員長（宮里兼実）まず、審査一時中止して

ありました議案第３９号平成２７年度一般会計予

算を議題とします。部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、都市計画課

の審査を引き続きよろしくお願いを申し上げます。 

 都市計画課といたしましては、平成２６年度か

ら工事に本格着工いたしました川内川市街部改修

に合わせました都市計画道路中郷五代線の整備を

引き続き進めてまいります。 
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 また、現在、行われております国道３号御陵下

地区の無電柱化事業にも、もう終盤に差しかかっ

ておりますけれども、次の計画区間である上川内

地区の事業化に向けた関係機関への要望活動等も

対応してまいりたいと思っております。 

 都市計画区域の見直しに伴います新たな都市計

画マスタープランの作成については、現在も作業

を進めておりますけれども、平成２７年度内の策

定に向けて、学識経験者等を交えた策定委員会を

開催して、進めてまいりたいと思っているところ

でございます。 

 詳細につきましては、課長のほうから説明がご

ざいますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○委員長（宮里兼実）次に、当局の補足説明を

求めます。 

○都市計画課長（山村昭一郎）議案第３９号平

成２７年度薩摩川内市一般会計予算の都市計画課

にかかる予算について、御説明申し上げます。 

 初めに、歳出について御説明いたしますので、

予算調書の１９９ページをお開きください。上の

部分です。 

 ８款５項１目都市計画総務費、事項、都市計画

総務費は、都市計画事業にかかわる経費であり、

事業費は１億３,５１５万３,０００円です。経費

の内容は、都市計画課の一般職員、一般職１２名

分の職員給与等のほか、都市計画区域変更に伴う

区域総括図等印刷、また平成２６年度に債務負担

行為を設定しました都市計画マスタープラン策定

支援業務委託、公共サインの計画的な整備、改修

等を図るための整備台帳作成等委託等のほか、公

共施設等への誘導、案内のための公共サイン設置

工事等が主なものとなっております。 

 なお、都市計画マスタープラン策定支援業務委

託については、都市計画区域変更に伴い、本市の

都市計画行政の基本方針であります都市計画マス

タープランを平成２６年度から平成２７年度、こ

の２箇年で見直し、策定するものであり、平成

２７年度分の委託料を計上したものでございます。 

 次に、同じく下の部分ですけども、同じく１目

事項川内駅周辺地区駐車場管理費は、川内駅西口

駐車場等の管理にかかわる経費であり、事業費は

４,７０１万２,０００円で、指定管理に伴う管理

代行委託等のほか、川内駅西口駐車場の老朽化し

た入車庫管理システム１式購入が主なものとなっ

ております。 

 次に、２００ページをお開きください。 

同じく１目、事項、屋外広告物管理費は、県か

らの権限委譲に伴う屋外広告物にかかわる経費で

あり、事業費は２３４万２,０００円で、建築士業

務嘱託員一人分の報酬が主なものとなっておりま

す。 

 次に、同じページの下の部分ですけれども、同

じく事項、景観推進費は、景観提案制度等の運用、

景観形成活動への支援、啓発など景観形成の推進

にかかわる経費であり、事業費は１３９万

２,０００円で、景観１００選マップ増刷等の印刷、

景観重要資産等案内板設置工事、職員の資質向上

を図るための景観まちづくり研修参加負担金のほ

か、景観整備事業補助金が主なものとなっており

ます。 

 次に、２０１ページをごらんください。 

８款５項２目街路費事業、事項、中郷五代線整

備事業費は、都市計画道路中郷五代線整備事業に

かかわる経費であり、事業費は４億８,０００万円

で、経費の内容は中郷五代線構造物設計業務委託

等、既設市道への取りつけ工事等。平成２３年度

に債務負担行為として設定しております中郷五代

線の用地取得にかかわる土地購入費。また平成

２６年度から着手した中郷五代線道路築造にかか

わる受託合併工事等負担金のほか、水道、ガス、

電気などの支障物件の移設補償金となっておりま

す。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、同

じく予算調書の前に戻っていただきまして、

５３ページをお開きください。都市計画課にかか

わる歳入予算の主なものを御説明いたします。 

 １番目の１４款１項使用料６目土木使用料、予

算額２,８５０万円は、都市計画使用料で川内駅西

口駐車場かかわる市営駐車場使用料です。 

 次に、３番目の１５款２項国庫補助金６目土木

費補助金、予算額２億３,３７５万円は、都市計画

事業補助金で、中郷五代線事業の土地購入費及び

受託合併工事費負担金にかかわる社会資本整備総

合交付金であり、活力創出基盤整備分の補助率は

５５％となっております。 

 以上で、議案第３９号平成２７年度薩摩川内市

一般会計予算の都市計画課分の説明を終わります。

よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局から説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 
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御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）済いません。中郷五代線の

にかかわる事業費で、土地購入費が３億

８,０００万円という、ちょっと具体的にこれ教え

てください。 

○都市計画課長（山村昭一郎）ちょっと額が大

きくなっておるんですけれども。太平橋のたもと

にありますカラオケボックス、大きい物件がござ

いますけれども、その額がかなり大きなものとな

っておりますので、この３億８,０００万の中で、

そこが占める割合が大きいというふうなところで

ございます。 

○委員（谷津由尚）補償費ですね。土地購入費

ってなってますけど、補償費も含むということで

すか。 

○都市計画課長（山村昭一郎）そうです。 

○委員（新原春二）今のに関連しますけど、中

郷五代線の土地買収が３億８,０００万円入ってい

ますけど、全体的に、もうこれで終わりですか。

それともまだ、年次的なもので、あとどのくらい

の移転費、あるいは土地購入が必要になってくる

んですか。 

○都市計画課長（山村昭一郎）一応、今のとこ

ろ来年度予算をもって土地購入費、その用地に関

する分については終わるというふうなところで考

えてございます。 

○委員（新原春二）平成２７年度で。 

○都市計画課長（山村昭一郎）平成２７年度予

算をもってです。 

○委員（新原春二）それで、土地購入と移転費

は全部終わりちゅうことですね。了解です。 

 もう一つ、西口の駐車場、これで収入的にはこ

こに上がってますが、４,７００万円ぐらいの収入

ですか。これは委託をされているんですよね。日

中のことですよね。収入としては、一応こっちで

収入を受けて、委託については管理委託だけちゅ

うことになってるんですか、それを確認。 

○都市計画課長（山村昭一郎）まちづくり公社

のほうに委託をして管理をしていただいていると。 

○委員（新原春二）収入のほうは。 

○都市計画課長（山村昭一郎）市で受けて。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の質疑は。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

ここで、議案第３９号にかかわる審査を一時中

止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。当局から説明がありますか。 

○都市計画課長（山村昭一郎）所管事務調査に

つきましては、先日も現場、中郷五代線も見てい

ただきましたし、それから大きな変化もないとい

うことで、特にございませんけれども。中郷五代

線整備事業につきましても、国道御陵下景観整備、

それからマスタープランについても、地域の皆様

の声を十分に聞きながら進めていきたいと思って

おりますので、またよろしくお願いします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局から説明が

ありましたけれど、所管事務全般について質疑に

入ります。 

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 委員外議員、ないですか。 

○議員（森満 晃）この川内駅西口の駐車場で

すね。こちらの入り口と出口の、私、利用すると

きによく出口のほうからも、当然のごとく入って

くる車両も、結構目立つような感じで、その辺が、

表示は多分してあるのかなと思うんですけど。よ

くここは手前から入りますよ。入って出るんです

けど、こっちからも入ってくる車両も結構あるん

です。それは、もうモラルなのかもしれませんけ

ども、それが１点と、あと、こちらの立体のほう

もですか、立体の入り口が結構狭いのかなと。結

構、擦った跡があって、軽はこう曲がれますけど、

乗用車は、こう切り返さないと、女性の方なんか

は、料金所の払うところが、立体のですね、ちょ

っと厳しいのかなと思うんですけど、そういう声

はないでしょうか。 

○都市計画グループ長（吉留秀一）済いませ

ん。最初に、森満議員から言われた部分について

は、駅のほうで公園管理のほうの駐車場で、ＪＲ

さんが管理をされてる箇所になります。 

 あと、西口の立体駐車場ほうなんですが、そこ

については、もうちょっと構造上、ああいう状況

ですので、なるべく保護策をまたこちらのほうで



－41－ 

 

検討していきたいと。 

 最初の質問については、またＪＲと、あと、う

ちの建設整備課のほうが所管になっておりますの

で、そちらのほうとまた調整してみます。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で都市計画課を終わります。御苦労さまで

した。 

────────────── 

△延  会 

○委員長（宮里兼実）本日の委員会はこれで延

会したいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

よって、本日の委員会はこれで延会いたします。 

 次の委員会は明日１８日午前１０時から、第

２委員会室で開会いたします。 

どうも御苦労さまでした。 
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